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午前10時０分開議

開 議

○議長（山本教和） ただいまから本日の会議を開きます。

諸 報 告

○議長（山本教和） 日程に入るに先立ち、報告いたします。

知事から、会議規則第15条第２項の規定により、議案訂正の申し出があり

ましたので、お手元に配付いたしました。

次に、今期定例会に提出されました議案第26号、議案第27号、議案第29号、

議案第30号及び議案第49号について、地方公務員法第５条の規定により人事

委員会の意見を求めましたところ、お手元に配付の文書のとおり意見が提出

されましたので、ごらんおき願います。

次に、今期定例会に提出されました議案第20号について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第24条の２の規定により教育委員会の意見を求め
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ましたところ、お手元に配付の文書のとおり意見が提出されましたので、ご

らんおき願います。

次に、今期定例会の開会日までに受理いたしました請願はございませんで

した。

なお、陳情の受け付け状況は、お手元に配付の一覧表のとおりであります。

以上で報告を終わります。

議案の訂正について

件 名 議案第２号 平成24年度三重県県債管理特別会計予算

訂正内容

第３条及び第３表を追加する。

（地 方 債）

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方

債」による。

第３表 地方債

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

借 換 債

千円

12,742,000 普通貸借又は証券発行

（他の地方公共団体と

の共同発行を含む）。

発行価格が額面金額を

下回るときは、その発

行価格差減額をうめる

ために必要な金額を各

起債限度額に加算した

金額を、それぞれの起

債限度額とすることが

できる。

％

8.5以内 政府資金についてはそ

の融資条件により、銀

行その他の場合はその

債権者と協定した融通

条件による。ただし、

県財政の都合により据

置期間を短縮し、若し

くは繰上償還又は低利

に借り換えることがで

きるものとする。

計 12,742,000
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訂正理由

記載漏れによる。

人委第 246 号

平成24年２月20日

三重県議会議長 様

三重県人事委員会委員長

地方公務員法第５条の規定による条例に対する意見について

平成24年２月15日付け三議第197号でお尋ねのありました下記の議案に対す

る本委員会の意見は別紙のとおりです。

記

議案第26号 副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案

議案第27号 三重県職員退職手当支給条例及び職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例案

議案第29号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案

議案第30号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

議案第49号 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例案
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別 紙 １

副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案に対

する人事委員会の意見

副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案は、県の厳しい

財政状況を考慮し、一般職員の給料を減額するための特例を定めるものです。

この措置は、地方公務員法に規定する給与決定の原則とは異なるものであり、

昨年11月の人事委員会勧告において、給与勧告制度に基づかない管理職員に対

する給与の減額措置の早期解消を強く要望したにもかかわらず、今回、一般職

員に対しても給与の減額措置を行うことは誠に遺憾であります。

本委員会としては、給与勧告制度に基づく本来の職員の給与水準が確保され

ることを望みます。

別 紙 ２

三重県職員退職手当支給条例及び職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例案に対する人事委員会の意見

三重県職員退職手当支給条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案は、危機管理に関して総合的な調整を行う職を設置することに鑑み、当

該職を占める職員の給料月額等について規定を整備するものであり、適当と認

めます。

別 紙 ３

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案に対す

る人事委員会の意見
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職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案は、東日本大震災

に対処するために派遣する職員の作業環境の特殊性に鑑み、危険作業手当及び

警察特殊業務手当の特例等を定めるものであり、適当と認めます。

別 紙 ４

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案及

び公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例案に対する人事委員会の意見

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案及び公立学校

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案は、職員の週休

日の確保等の観点から、週休日に勤務日の半日に相当する勤務をした場合の勤

務時間の割振り変更に関し所要の規定を整備するものであり、適当と認めます。

教委第20－370号

平成24年２月17日

三重県議会議長 山本 教和 様

三重県教育委員会委員長 丹保 健一

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の２第２項の規

定に基づく条例案に対する意見について

平成24年２月15日付三議第198号により照会のありました下記の条例案につ

いては、適当と認めます。
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記

議案第20号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の２の規定に基

づく職務権限の特例に関する条例案

議 案 の 訂 正

○議長（山本教和） 日程第１、議案訂正の件を議題といたします。

去る２月15日、知事から提出されました議案第２号平成24年度三重県県債

管理特別会計予算について、同日付をもって訂正したい旨の申し出がありま

した。

お諮りいたします。議案第２号の訂正については、会議規則第15条第１項

の規定により、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本教和） 御異議なしと認めます。よって、本件は許可することに

決定いたしました。

代 表 質 問

○議長（山本教和） 日程第２、各会派の代表による県政に対する質問を行い

ます。

通告がありますので、順次、発言を許します。41番 前田剛志議員。

〔41番 前田剛志議員登壇・拍手〕

○41番（前田剛志） 皆さん、どうも、おはようございます。議長のお許しを

いただきましたので、津市選出の前田剛志でございますが、新政みえを代表

しまして、70分間質問をさせていただきたいと思います。

質問へ入らせていただく前に、ちょうど一昨日の日曜日に第５回の美し国

三重市町対抗駅伝が行われました。（PR用ファイルを示す）ちょうど使わせ

ていただいておりますが、全市町の参加のもとで、晴天のもと、盛会に行わ
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れた事業でございました。知事も、ブログの中でも有意義な大会であったと

いう評価もしながら、いろいろとコメントもいただいておるところでござい

ます。ところが、本事業におきましては、昨年の三重県版事業仕分けの結果

の中では再検討でございました。目的をスポーツ等に明確化する中で、来年

度も当初予算の中で上げられ実施をされるということでございます。このこ

とはまさに行政事業の費用対効果の判断の難しさをいま一度考えさせられた

事業ではなかったのかなと、そのように思っているところでございます。

本日は限られた時間でございますので、当面の県政の重要課題について鈴

木知事に初めて議会で質問をさせていただく機会でございますので、前向き

な、簡潔な御答弁を御期待申し上げ、早々質問に入らせていただきたいと思

います。

まず、最初に、みえ県民力ビジョンについてお伺いをいたします。

本県の新総合計画であるみえ県民力ビジョンと、中期の戦略計画である４

年間のみえ県民力ビジョン・行動計画が本議会に議案として上程されたとこ

ろでございます。

本計画は、知事の思いや選挙戦のときにお訴えをいただいた公約等を形に

編集されたものであると思っております。いわば、知事としての県民の皆様

へのマニフェストになるものではないかと思います。

そのことからも、本計画の審議をさせていただくに当たり、知事の選挙公

約である、こちらでございますが、（現物を示す）未来展望みえの会の政策

集との確認、あるいは、知事として10カ月間活動いただいてきた知事の活動

等を総括しながら議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げたいと思います。

まず、１点目は、知事の政治姿勢についてお尋ねをしたいと思います。

昨年春の選挙前に政策集をつくられた、知事に就任される前と、約１年間、

10カ月間、三重県の最高責任者として県下各地をはじめ海外へも精力的に行

動され、防災対策をはじめ経済対策や予算編成等の知事職を遂行されてみえ

ました、10年後の三重県を創造するための本計画を立案いただいた現在との
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県政に対する認識の違いがあれば、まずはお聞かせいただきたいと思います。

また、本会議の知事提案説明の中で、10カ月間の取組の経過の中で改善す

べき点や残された課題にしっかりと対処し、県民の皆様に成果を届けること

ができるようにとのことでありましたが、知事が考えてみえる具体的な改善

すべき点、あるいは残された課題とは何なのか、または、来年度にどう対応

されるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

次に、２点目は、みえ県民力ビジョン・行動計画についてであります。

行動計画につきましては、平成24年から27年までの４カ年の中期戦略であ

ります。政策集も、４年間で新規に着手するもの、あるいは、既存の政策や

事業を見直すもの、さらには、実現の目標や方向性を示したものという定義

がございます。したがって、政策集の項目で今回の行動計画に記載されてい

ない内容につきましては、４年間に実現が困難な状況ではないかと思われま

す。そのことからも、政策集でお訴えいただいた公約であるならば、行動計

画に反映されなかった項目について、内容と理由を明らかにして説明責任を

果たすべきだと考えますが、御見解をお聞かせいただければと思います。

また、行動計画の４年間の中期財政見通しが示されたところでございます

が、平成26年度末の県債残高を平成23年度末より減少を目標とした、仮定の

フレーム試算でございます。同時に、県の行財政改革の取組も最終案が提示

されたところではありますが、大部分がこれから検討していくといったよう

な内容でございます。

そこで、初めての新年度予算編成の中での経験を踏まえられて、４年間の

行動計画を着実に実行していくことを大前提に、一般行政経費の公共事業の

年３％の削減、施策別配分の年10％の削減は、自然体による歳出額と比較を

してみますと、平成25年度から27年度までの３カ年間の単純な累計によりま

すと428億円もございます。かつ、平成33年の国体への準備、あるいは、海

岸・河川堤防改修等の防災対策の取組等々の大きな増加見込みもあろうかと

思います。現実的にこの削減対応が可能と思われるのか、御見解をお聞かせ

いただきたいと思います。
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さらには、一般行政経費を３カ年で428億円もの大幅な削減が仮に実現し

たとしても、要調整額が平成25年度で59億円、26年度が100億円、27年度に

おいては124億円と、３カ年単純合計で283億円であります。この解消には総

人件費の抑制も含まれるとの全員協議会での説明ではございましたが、具体

的にどう対応されるお考えなのか、お聞かせをいただければと思います。

あわせて、政策集の中にも総人件費を２割削減するとございます。御見解

をお聞かせいただきたいと思います。

最後に、予算編成方法も、包括配分制度の限界を感じられ、有識者の意見

を聞き、国内外の事例を参考に見直しを行うとのことでございますが、私も

ちょうど昨年の３月に、予算決算常任委員会の総括質疑で、野呂知事でいら

っしゃいましたが、前知事と議論をさせていただきました。その中で、包括

配分制度の見直しの提案もさせていただきました。内容としましては、非常

にめり張りをつけた選択と集中をしていかなければいけない、包括配分方式

の中で、非常に難しさも、いい面もありますし難しさもある、その中で、よ

りオール県庁での優先順位づけをしていってはどうか、各部局での事業別の

優先順位をつけながらオール県庁でのすり合わせをしてはどうか、そういっ

た提案でございました。鈴木知事の御見解がございましたら、あわせてお聞

かせをいただきたいと思います。

最後に、国内外の先駆的な事例が何かございましたら、あわせてお聞かせ

をいただきたいと思います。

以上、御答弁をよろしくお願いいたします。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） おはようございます。

前田議員には、私が初めて就任させていただいたときの議案質疑で１度対

戦をさせていただきましたが、本格的にやらせていただくのは今日が初めて

でありますので、しっかりと答弁をさせていただきたいと思います。

それでは、御質問いただきました点に関しまして順次答弁をさせていただ

きたいと思います。



－42－

まず、みえ県民力ビジョンに関連しまして、私が知事に就任をして、就任

前とのイメージの違い、あるいは、知事提案説明で触れました改善すべき点、

残された課題とは具体的には何なのか、この点について、まず、少し就任後

も振り返りながら答弁させていただきたいと思います。

就任後を振り返りますと、緊張の連続で、あっという間の10カ月間であり

ました。知事として県民の皆さんの負託を受け、実際に県政の運営に当たる

ことによって、その職責の重さを改めて実感するとともに気づかされたこと

があります。また、自ら現場に足を運び、自分自身の目で見て、現場の方々

の声に直接耳を傾けることで初めてわかったこともあります。

知事提案説明においても一部触れましたが、これまでみえ県民力ビジョン

をはじめとした、エネルギー、行財政改革、観光、産業振興、教育などの各

種ビジョンの策定や議論の着手、あるいは台風12号への対応、熊野尾鷲道路

の新規事業着手、県産牛の全頭検査、あるいは全国に先駆けた緊急地震行動

計画、津波浸水予測図、あるいはトップセールスによる企業誘致、あるいは

数十年間放置されてきた木曽岬干拓地の利用転換への第一歩の決断など、一

定の成果を出すことができたものもあります。

一方で、先ほども少し触れましたイメージの違い、あるいは改善すべき点、

残された課題、こういうものの主なものといたしましては、県政全体という

観点でいけば予想以上に厳しく硬直化している財政状況、危機管理対応につ

いては、マニュアル等は一定整備されているものの実働面での弱さ、あるい

は、産業や経済などの三重の魅力や強みが予想以上に十分国内外に伝わって

いない、そして、職員はとても優秀なんですけれども、どうしても、行政特

有のというか、組織に存在する価値観やカルチャーが新たな挑戦などを阻ん

でいる状況、こういうものがあるかなと考えておりますし、また、少し手法

の面で自分なりの反省を込めて申し上げれば、職員ともう少し対話をしっか

りとする機会をとっていかなければならなかったなということ、それから、

市町の方々とは、何か事情変更や新しい物事をやるというときにはもっとも

っと丁寧に、あらゆるレベルで意思疎通をし、議論、意見交換を重ねていか
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なければならない、そういうことも感じているところであります。

以上のようないろいろ残された課題などございますが、知事提案説明でも

触れさせていただきましたけれども、平成24年度、防災、危機管理、産業・

経済の活性化、教育、スポーツ、行財政改革に特に力を入れていきたいと考

えており、改善すべき点や残された課題にしっかりと対処し、県民の皆さん

に成果を届けることができるようにしていきたいと考えております。

続きましては、政策集のうち、行動計画に反映されなかった項目について、

今後どう対応をしていくのかということであります。

今回策定いたしましたみえ県民力ビジョン・行動計画は、平成24年度から

27年度までの４年を計画期間とするものであります。一方、私の選挙の際に

作成をいたしました政策集は、県政のすべての分野を網羅したものではあり

ませんが、４年間の知事の任期において優先的に取り組みたい事項として、

新規に着手するものや既存の政策、事業を見直すもの、実現の目標や方向性

を示したものを掲げたものであります。

なお、抽象的な記述にとどまっているものについては、就任後、現場を確

認した上で、職員の皆さんとも相談しながらベストの手法で実行していくと

いうことも明記させていただいたところであります。

政策集は私の県民の皆さんへのお約束であることから、みえ県民力ビジョ

ンや行動計画の策定に当たって配慮してきたところであります。政策集の中

で最重点課題に掲げた「明日は我が身の気持ちで万全の備えを」、「命の格

差は許さない」など14の項目と、「すごいやんか、三重」として掲げた七つ

の項目については、施策や選択・集中プログラムに位置づけ、おおむね反映

させることができたと考えております。

一方で、政策集のもののうち、行動計画において方針を示すなど一定の方

向性を示すにとどまったもの、あるいは具体的な記述までには至らなかった

もの、または、明記はしていなくても事務事業レベルで実施するものなど、

様々な種類のものがあります。こうしたものにつきましては、今後の県政運

営や毎年の予算編成の中で実現に向けて努力していきたいと考えております。
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なお、達成度の説明ということでは、４年のうちには必ず実施すべきもの

であると認識しておりますとともに、おおむね盛り込ませていただいている

行動計画の中で一定の記載のあるものについては、毎年度公表する成果レポ

ートで一定お示しすることができると考えております。

続きまして、財政見通しの件であります。一般行政経費の公共事業の年

３％の削減や、施策別財源配分経費の年10％の削減、国体や防災対策、いろ

いろある中で現実的に可能であるのかどうかという御質問に対する答弁でご

ざいます。

みえ県民力ビジョン行動計画の計画期間中の４年間においては、社会保障

関係経費と公債費が合わせて毎年約100億円ずつ増加し、退職手当も200億円

を超える高い水準で推移することなどから、厳しい財政状況が続くことが見

込まれます。このため、財政見通しでは、平成26年度末の県債残高を平成23

年度末よりも減少させることを前提に、一般行政経費のうち公共事業は年

３％、施策別財源配分経費は年10％削減するという見通しをお示ししました

が、これは、様々な財政制約がある中で、県民の皆さんにより多くのサービ

スを提供できる試算をお示ししたものです。

財政見通しは今後の国の地方財政対策や景気の動向等により変わり得るも

のですが、将来世代に負担を先送りしないためには一定の歳出削減が必要で

あり、また、しなければならないと考えております。

いずれにいたしましても、一般行政経費をはじめ歳出の見直しについては

毎年度の予算編成作業の中で検討することとしていますが、選択・集中プロ

グラムについては、行政経営資源を効率的、効果的に投入する観点から、重

点的に予算措置を行うなど、めり張りのある取組を行うとともに、あらゆる

財源確保に向けた取組や徹底した事務事業の見直し、総人件費の抑制など、

行財政改革取組に基づき着実な財政運営を行っていきたいと考えております。

続きまして、予算編成プロセスの関係でありますけれども、前田議員から

御提案いただきました包括配分制度の見直しなどの点であります。あわせて

国内外の先駆的な事例ということでありますけれども、前田議員から御指摘
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もいただきました、いわゆる包括配分制度につきましては、平成24年度当初

予算の編成に当たって、当初予算調製方針でお示ししたとおり厳しい財政状

況を踏まえ、限られた財源で真に優先すべき政策課題に対応するため、従来

の制度を見直し、重点的な取組枠についても新たに対象に加え、政策的な経

費全般に拡大するとともに、別枠で選択・集中プログラム特別枠を設定し、

施策の重点化を図ったところです。

私は、包括配分制度は、各部局に一定額を配分し、各部局長が責任を持っ

て県民の皆さんのニーズや実態を的確に把握し、サービスを提供していくと

いう意味では、よい制度、一定のメリットのある制度だと考えますが、一方

で、厳しい財政状況等により包括配分予算を削減する場合に、一律に薄く広

く削減する方策がとられるなど、メリットとデメリットの両方があると考え

ております。

今回、私が初めて取り組んだ当初予算の編成に当たっては、選択・集中プ

ログラム特別枠について、すべての事業の精査を行うなど、１月半ば以降、

相当な時間をかけて予算編成作業を行い、県民の皆さんに成果を届けられる

事業の構築に努めてきたところであります。

また、極めて厳しい財政状況の中でも、特に防災、危機管理、医療、産業

振興、観光、教育、スポーツなど、三重県をパワーアップさせていくような

取組には、行財政資源の選択と集中を図り、めり張りのある予算編成に努め

たところであります。

しかし、今後も引き続き厳しい財政状況が見込まれる中、現在のようなや

り方には限界があり、三重県行財政改革取組においてお示ししたとおり、限

られた財源を的確に配分するため、予算編成プロセスをより効果的、効率的

なものとするよう見直しを行う必要性を改めて感じたところであります。

地方自治体においては、国から地方財政計画等が示されないと予算編成作

業ができない、こういう一定の制約はあるものの、地方独自でも改善できる

ところは必ずあると思っております。

平成24年度に予算編成プロセスの検証を行うとともに、他府県や海外での
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事例を調査し、さらには、三重県行財政改革専門委員会委員等有識者の意見

も参考にしながら新しい予算編成プロセスのあり方について検討し、平成25

年度当初予算編成から活用していきたいと考えております。

これまで、例えば大阪府であるとか、埼玉県とか、地方自治体でも予算編

成プロセスの検証をやっています。あわせて国でも、内閣府、あるいは財務

省、あるいはその研究所においても予算編成プロセスの検証を行っています。

また、海外の、アメリカ、フランス、オランダ、カナダ、そういうところの

検証をしている例などもあります。こういう様々な研究や検証、こういうも

のも参考に検討を行っていきたいと考えております。

いずれにしましても、右肩上がりの時代に、要は税収増加も成長も、そう

いうのが見込まれている時代にやってきた方法と同じ手法をとるというのは

限界があるんじゃないかというふうに感じております。歳出確保というもの

を中心に、そこから物を見ていくという、そういう予算編成プロセスという

のは非常に難しい点があるなと感じております。

そういうような問題意識や論点を、庁内、あるいは市町、もちろん議会の

皆さん、そして有識者、企業の経営者の皆さん、そういうような方々からい

ろいろ出していただいて議論をしていきたいと思っておりますし、包括配分

制度についても、前田議員からの御提案もしっかりと参考にさせていただき

たいというふうに考えております。

以上であります。

失礼しました。１点漏れがありましたので、再度答弁をさせていただきた

いと思います。

３カ年で283億円発生する見込みの要調整額の解消と人件費の関係、ある

いは政策集に掲げた総人件費の２割削減についての部分でございます。

財政見通しにおいては、現時点で見込まれる歳入と歳出との差額を要調整

額とし、平成25年度以降の３カ年で283億円が見込まれるとしています。各

年度の予算編成作業において生じる要調整額の解消に向けては、基金の取り

崩しや県債残高への影響を注視しながらも、可能な限り発行可能な地方債を
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活用するなど、あらゆる歳入確保策を講じるとともに、歳出についても徹底

した事務事業の見直しや総人件費の抑制などに取り組むことで、今後調整し

ていきたいと考えております。

私の政策集に掲げさせていただいていた総人件費の２割削減については、

厳しい財政状況の中で県民の皆さんが納められた貴重な税金を真に必要とな

る政策的経費に充てていこうとするものであり、三重県行財政改革取組（最

終案）でお示しした職員数の見直しや給与の見直しをはじめ、考えられるあ

らゆる方法を尽くして私の任期内にやり遂げたいと考えております。

大変失礼しました。

〔41番 前田剛志議員登壇〕

○41番（前田剛志） 一通りの御答弁をいただきました。整理をしながら再度

質問をさせていただきたいと思います。

まず、認識のギャップといいますか、その部分から入らせていただきます

と、想像以上に財政が厳しいということでございましたが、特に災害対応を

含めながら、今年度の大きな支出という部分の中で、より厳しさが増してき

ておるのかなというふうに思っております。ただ、前野呂知事との、ちょう

ど３月の予算決算常任委員会の総括質疑の中でも、野呂知事としては健全財

政だということを自信を持って主張してみえました。逆に、私は、緊急経済

対策のために借金をしてでも景気対策に取り組むべきだ、そういう総括質疑

をさせていただいた記憶がございます。

ちょうど三重県もホームページの中で、（資料を示す）「投資家の皆さま

へ」という県の財政状況の資料をアップしております。その中の県債ＩＲ情

報でございますが、三重県として非常に財政状況がよい、（資料を示す）こ

の順番でいくと８番目に入るというのが示されております。二、三、指標を

使わせていただきますと、実質公債費比率／財政力指数においては、32の公

募団体の中で11番目である、あるいは、将来負担比率／財政力指数について

も８番目である、地方債残高についても７番目であるという数字でございま

す。
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財政としてめり張りをつけながら余裕がないというのは私も肌で感じてお

ります。ただ、全国的に見てみると、これまでも国と違い地方の財政という

のは小さいパイの中でかなり試行錯誤しながら苦労して健全財政に努めてき

ていた、でも、右肩上がりの時代から右肩下がりの時代に、そして、少子、

少ない人数で多くの方を支えていかなければいけない、そういう状況の中で、

より厳しさが増してきているんだと認識しておるところでございます。少し

知事との認識の違いがございますが、まず、その点について、今公表されて

みえる指標も含めながら、県の財政について、厳しいのは十分私も承知して

おります、一方で、全国比較を含めながらそういった部分についてどうお考

えなのか、御見解をお聞かせいただきたいと思います。

それとともに、改善点についてでございます。知事からも御答弁をいただ

きましたが、職員の方との対応、あるいは市町との連携、やはりその２点が

大きな部分なのかなと思っております。特に職員の対応については、知事１

人が幾ら頑張っても、トップセールスをしようが何をしようが、やはり総合

力というのは知れておるのかな、職員の皆さんがやる気になって総合力を発

揮すること、それが三重県としての本当の総合力を発揮していくことだと思

っております。検討課題の中で挙げられてみえたので、来年度の行革の取組

の中にもございますし、ぜひとも総合力を発揮いただくことを御要望したい

と思います。

それとともに、市町との連携についてでございますが、やはり意思疎通と

いうのが課題なのかなと思います。ここ最近においては、放課後児童クラブ

の運営補助金マイナスの削減ということで、事前説明もなく唐突な通告とい

う形でもございます。さらには、アンテナショップにおいてもすべての市町

の方が参加いただけていない。あるいは、これから来年度、県民センターの

見直しを実施していくわけでございますが、そこの部分の中でも権限移譲も

余り進んでいないのかな。そういった部分も含め、やはり市町の皆さんとい

かに課題を共通し同じ方向に向かってやっていけるのか。みえ県民力ビジョ

ンをつくり、行動計画をつくり、県が幾ら頑張っても市町が理解していただ
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いていなければ実行力としては到底十分なものが出せていけない。だから、

職員と市町の協力、そこはどうしても欠かせない部分だと思います。この部

分は知事も認識をしていただいておるようでございますので、御要望にとど

めさせていただきたいと思います。

もう１点聞かせていただきたいのが、やはり財政の関係でございます。

県債の残高の抑制という部分でございますが、将来に先送りをしない、当

然のことでございますし、そうすべきだと思っております。ただ、全体の予

算状況を見る中で、資本として投資したものであるならば、ある程度将来の

方が御負担いただく部分も当然あっていいはずだと思っております。安易に

先送りする必要はないんですが、減少に向けて取り組む一つの目安だという

表現を使っていただいていますので理解するところもあるんですが、やはり

そのバランスが、是が非でも下げていくんだということでなく、そのバラン

スが大事なのではないかなと思っております。そこの部分について、先ほど

の県債の財政指標も含めながらあわせてお聞かせもいただければと思います。

そして、人件費については非常に大きな削減でございまして、現時点で取

り組んでいくということでございますので、具体的な内容も含めながら、こ

れからまた十分に論議もさせていただきたいと思います。

それと、最後に要望で、政策集でございますが、現時点でまだギブアップ

はしにくい部分もあろうかと思います。ただ、ある程度、外から見ていて違

った部分もあるのではないかなと思います。そこのところは勇気を持って、

できないことはできないという部分の中で説明を果たしていただければと思

います。その部分は要望にしますので、財政の部分のみお答えをいただけれ

ばと思います。

○知事（鈴木英敬） 財政についてでありますけれども、立脚する点が少し、

議員とは立場がもしかしたら違うのかなと思います。そこの指標で見られる

一定の幾つかの比率が、現時点、あるいは過去の時点においては一定のよさ

があったかもしれないですけれども、私の答弁の中でも説明しましたように、

毎年100億円ずつ社会保障関係経費が増える、退職手当が200億円いくという
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ような状況の中で、本当に三重県の今ある課題をそのまま放置して三重県が

衰退していくということでいいならそのままでいいですけれども、そうじゃ

なくて、一個一個課題を手を打っていって、まだまだ三重県で十分魅力が発

揮できていないところとか、あるいは安全性を確保しなければならない点に

ついて対処していくという観点から考えれば、本当に幅が狭いなと。そうい

うような将来にわたってこれからの三重県をどうしていくかという観点で、

その財源というもの、財政というものが大変厳しいという、将来に向かって

特に厳しさを感じているということでありますので、そういう立脚する視点

の違いがあるのかなというふうには思います。

それから、他県との比較でありますが、私は常々申し上げておりますけれ

ども、企業で、別に他社と比べてどうだからうちの経営状況をこうするとか

いうのはないと思うんですね。他県と比較することに余り意味はないと私は

思いますが、とにかくこの三重県の中の課題をどう対応していくか、そのた

めに必要十分な財源であるか、財政であるかということが私は重要であると

思っておりますので、そういうような財政についての認識であります。

それから、県債の関係でありますけれども、確かに資本ということでは将

来の皆さんにも一定の利益が行きますので、そういう形の考え方もいいんじ

ゃないかというのも一定は理解はできます。しかし、その中で、じゃ、何で

もかんでもいいんだと、あれもこれもいいですよと、一定の規律も設けるこ

となくあれもこれもと、じゃ、一つの海岸堤防にしても、あそこではやった

けどこっちでは何でやらないんだ、じゃ、こっちもやれ、じゃ、こっちもや

るんだったらあっちもやれ、こっちもやれ、こっちもやれといって際限なく

どんどんいってしまえば、それはまた財政が大変厳しい状況になってくると

いうことですから、一定の規律を持って、一定の基準を持って、しっかり引

き締めて臨んでいかなければならないという観点からこういうような形でさ

せていただいているということでありますので、御理解いただければと思っ

ております。

一方、御要望のありました点につきましては、特に総合力を発揮していか
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なければならないという点についてはまさにそのとおりであるというふうに

思っておりますので、自分自身もしっかり肝に銘じて取組を進めていきたい

と考えております。

〔41番 前田剛志議員登壇〕

○41番（前田剛志） 極端な言い方をすればということでございますので、決

してこのままの財政でいいということは思っていません。右肩上がりの時代

から右肩下がりの時代に、あるいは、少ない人数で多くの方をお支えしてい

かなければいけない、システム自体が変わってきているんですから変えてい

かなければいけない、このことはもう共通の認識だと思います。

ただ、スタートが少し、知事もおっしゃってみえますが、何にもしていな

いからこのままほうっておいたらだめだよという知事の政策集のように思う

んです。そうじゃなくて、努力してきているけれども、状況変化、将来に向

けたシステムの変更が必要だというのが私の認識でございます。

その部分については、方向としては、改革は必要であるという認識は同じ

でございます。ただ、政策集の数字がどうかというのは、またこれからの具

体的な検討を進められる中で十分議論を深めさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。その中で、当然行革が検

討してくれば、ある程度行革の検討結果が出てくれば、中期の財政見通しも

お示しいただけるような形になろうかと思います。

あわせて、知事としてはトップセールスをしながら、収入が増える産業の

活性化に向けた取組もいろいろと試行錯誤して取り組んでいただいておりま

す。その部分も含めながら、どれぐらい収入として増やせられるのだ、そう

いったことも含めながら具体的な中長期の財政見通しをお示しいただきます

ことを御要望申し上げまして次の項目に移らせていただきます。

次に、２項目めにつきましては、新年度の予算編成についてでございます。

先ほども議論させていただきましたが、極めて厳しい財政状況の中で、来

年度からスタートするみえ県民力ビジョンの推進を基本に、知事として初め

ての予算の当初編成でございました。自己採点で85点という評価をされてみ
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えました。選択・集中プログラムには重点的に予算措置を行うとともに、県

民の皆さんの命を守ることを最優先に、防災・減災対策を積極的に実施して

いくという内容でございました。

そこで、１点目についてですが、緊急減災対策についてお尋ねをいたしま

す。

東日本大震災を受け、全国に先駆けて津波浸水予測調査を実施し、来年度

末までに三重県緊急地震対策行動計画の策定等、迅速、的確な対応を実施い

ただいたのではないかと評価をさせていただいております。今回の新年度予

算額で三重県緊急地震対策行動計画の目標達成が可能であるのか、あるいは、

市町との調整も含めながら状況はどうなのか、達成見込みについてまずはお

聞かせいただきたいと思います。

さらに、昨年末の防災に関する県民意識調査では、地震への関心は95.1％

と高くなっていましたが、自助への取組については47.1％と緩やかな伸びに

とどまっており、行動へつながる対策が必要となっております。新年度予算

の中で、メディアや対話による啓発を行い行動につなげていくとのことでご

ざいますが、自助の行動につなげていくためには、広報による啓発事業では

なく、自主防災組織等による地域での取組が重要であると考えております。

防災意識から自助の行動へつながる対策について、御見解がございましたら

お聞かせをいただきたいと思います。

あわせて、海岸・河川堤防の調査を実施いただいておりますが、非常に多

くのところで空洞化を含めながらの補強が必要なところがあるという調査結

果が出ております。全体の対象数と総額、あるいは改修計画について、あわ

せてお聞かせをいただければと思います。

次に、２点目は、医療体制の充実についてお伺いをいたします。

本県の平成20年度末の人口10万人に対する病院勤務医師数は108人と全国

平均の137人を大きく下回り、全国で43位でございます。地域間、診療科目

等の偏在が依然として深刻な状況にある中で、各医療機関では勤務医不足が

深刻化しており、地域の医療を安定的に確保するためにも、一刻も早い医師
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確保が求められているところであります。

そこで、１点目は、地域医療支援センターについてお尋ねをいたします。

国においては、地域における医師不足・偏在の解消に向けて、医師のキャ

リア形成への支援や医療機関への医師配置の調整などを行う地域医療支援セ

ンターを今年度に15都道府県への設置を支援しているところであります。本

県におきましても今年度の事業採択を目指して取り組んできたところではあ

りますが、大変残念ながら、９月会議の三谷議員の代表質問のとおり、納得

がいかない経過の中での不採択でございました。新年度予算に地域医療支援

センターの運営費の予算が計上されておりますが、今回こそは大丈夫なのか、

国の事業採択の見込みと、本県の地域医療支援センターをどこへ設置する予

定なのか、お伺いしたいと思います。

また、大学の医師派遣機能の低下が懸念される中で、医師不足地域の病院

勤務医の確保を図るための新たな医師派遣の仕組みであり、地域医療支援セ

ンターの業務委託先の病院に依存することなく、実施主体である県が主導で

医師の確保や地域偏在を解消できるようにすべきと考えますが、御見解をお

伺いいたします。

あわせて、具体的にお聞かせをいただきたいと思います。政策集には、地

域医療センターを発展させ、みえ医療支援機構を創設するとありますが、ど

うなのか、御見解をお聞かせください。

次に、ドクターヘリの運用についてお尋ねいたします。

県のドクターヘリが、三重大学医学部附属病院と伊勢赤十字病院との２病

院を基地病院として、協力体制のもと、２月１日より運航をスタートいたし

ました。ドクターヘリの導入は、南北に細長い県域であり、重症患者の救命

率の向上等、大変期待しているところでございます。県のドクターヘリの潜

在需要については年間500件程度を見込まれており、１日平均にすると1.37

回でございました。

昨日までの稼働実績につきましては６回ということでございまして、ちょ

うど２月15日に聞き取りをさせていただいたところ２回でございましたので
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この項目を上げさせていただいたんですが、ここ最近稼働率が急遽上がって

まいりまして６回という状況でございます。６回でもまだまだ少ないのかな

というふうにも思いますし、稼働エリアについてもシミュレーション訓練後

から順次運用が開始されるという状況でございまして、現在15の県内消防本

部がございますが、その中で、昨日終わったところも含め９消防本部のみの

運用となっております。運用開始後、昨日で20日が経過したわけでございま

すが、全県下での運用開始がいつごろになる見込みなのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

また、あわせて、稼働実績が潜在需要見込みと比べてまだまだ少ない状況

でございますので、運用上の問題があるのかないのか、あるいは騒音等の問

題がないのか、利用率の低さに対する心配という部分の中でお聞かせをいた

だきたいと思います。

あわせて、政策集には15分ルールの設定を行いますとございますけど、あ

わせて御見解をお聞かせいただきたいと思います。

３点目は、緊急雇用・経済対策でございます。

国の２月の月例経済報告では、景気は、東日本大震災の影響により依然と

して厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直しているというところでござ

います。三重県雇用・経済危機対策会議は、昨年の７月にリーマンショック

を契機とした雇用経済の危機的な状況をある程度脱したとの判断から終了し、

雇用経済の課題はまだまだ山積しており、新たな枠組みを検討し、昨年の12

月に三重県雇用創造懇話会を設置されたところであります。

会議の中でこれまでの取組を総括し、残された課題は、歴史的水準の円高

や欧州の債務・金融危機など、日本経済を取り巻く環境は一段と厳しさを増

し、東日本大震災の影響から一時持ち直しの兆しが見られた地域の雇用経済

は回復の動きが弱まっていることから、新たな対策に取り組んでいくことが

求められている、でありました。県におかれましては来年度、国の雇用事業

の交付金等により各種基金を積み立てし、約36億円の事業展開を予定されて

います。
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雇用・経済情勢悪化の長期化が見込まれる中で、県としてできる短期の戦

略的な雇用、経済の底支えが必要であると考えます。来年度も、全庁的な県

としての方針、短期的な雇用・経済対策が必要であると考えますが、御見解

をお聞かせいただきたいと思います。御答弁をよろしくお願いいたします。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） 新年度の当初予算の関係で、まず、緊急減災対策につい

ての御質問でございました。

緊急地震対策行動計画の目標達成に向けての平成24年度予算の確保や市町

との調整ということでありますが、地震から命を守るために、「備えるとと

もに、まず逃げる」ということを基本方針にした三重県緊急地震対策行動計

画では、13の行動を設定し、82の項目について取組を進めています。

主な項目としては、行動１、「避難計画・避難訓練」では、津波浸水予測

調査を活用し、鳥羽市や南伊勢町の全住民を対象とした津波避難訓練など、

県内各地でこれまでにない規模で訓練が既に実施されています。

行動２、「避難場所」では、避難所や避難場所の指定について、すべての

市町で再点検が行われ、津波浸水予測調査結果を参考に14市町で避難対象地

区の指定が設定されるなど、計画に掲げた各取組が着実に進んでいると考え

ております。

命を守る緊急減災プロジェクトでは、４年間の取組として、市町が緊急に

実施する減災対策への支援、小・中学校の防災機能強化、地域防災の核とな

る人材育成、海岸堤防の耐震対策など基盤整備に必要な取組を進めていくこ

ととしており、この中で、緊急地震対策行動計画に掲げた取組をしっかりと

実施していきたいと考えております。

市町との調整については、私自身、市町長との１対１対談やトップ会議で

意見交換を行うとともに、担当部局では、昨年10月の計画策定以降も、津波

避難計画づくりや避難訓練の実施方法など、平成24年度の取組や市町の現在

の取組状況のヒアリングや意見交換、こういうものを重ねているところであ

ります。
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そうした中で、市町から拡充の要望が高かった地域減災対策推進事業につ

いては、新たに避難所の窓ガラス飛散防止対策を補助メニューに追加して内

容の充実を図るとともに、予算も増額したところであります。

今後とも、市町の皆さんと連携しながら、防災・減災対策をしっかりと進

めていきたいと考えております。

続きまして、防災意識の向上という観点で、自助、そのための広報事業へ

の期待、あるいは、自主防災組織を含めた地域からの事業の展開が必要では

ないかという御質問でございました。

災害から生命、財産を守るためには自助が基本であることから、県民自ら

が行動していただくことが重要だと考えております。

そのためには、県民の皆さんが地域において防災活動に参加していただけ

る機会をつくっていくことが大切であり、地域における実践的な訓練や体験

学習に取り組みたいと考えております。

具体的には、自主防災組織リーダーを対象とした研修を通して、防災意識

が行動に結びついていないことを問題提起し、個々の自主防災組織活動で住

民の訓練への働きかけを強めていきたいと考えております。

また、県教育委員会が作成した地震や津波から児童・生徒の命を守ること

を目指した防災ノートを活用することや、防災体験キットなどの啓発コンテ

ンツを地域の防災イベントで活用していただくことを通じて、実践的な訓練

が実施されるよう、地域へ働きかけを行ってまいります。

ちなみに、平成23年度の実績ですが、自主防災組織などに呼んでいただい

て防災技術指導員が講師をするみえ出前トークについては、現時点で前年度

実績の約３倍、148回、参加者は8274名、自主防災組織等での避難所運営ゲ

ーム、これは19回、自主防災組織でのＤＩＧ、ディザスター・イマジネーシ

ョン・ゲームというやつなんですが、図上訓練の一手法なんですけれども、

11回やるなど、自主防災組織の皆さんとの取組というものにも強化をさらに

していきたいと考えております。

そして、マスメディアによる広報については、県民の皆さんに対する啓発



－57－

手段としては有効ですが、これまでは、災害の危険性など、知識の習得とい

うものが中心であったことから、高まっている防災意識を行動につなげると、

そういうような方向に向かっていなかったというものもありますので、そこ

を変えていきたいと平成24年度は考えております。

具体的には、防災活動に取り組む個人や自主防災組織、ボランティア団体

などの具体的な取組を紹介し、多くの方々がその事例を参考に行動を起こし

ていただけるようなきっかけづくりをする、そういうものを提供する広報活

動にしていきたいと考えております。

このように、地域防災活動への働きかけにメディアの活用を組み合わせて、

県民の皆さんが行動する三重の防災・減災対策を推進していきたいと考えて

おります。

続きまして、地域医療支援センターの関係であります。

まずは、国の補助事業としての採択見込みでありますけれども、地域医療

支援センターについてはこれまで、厚生労働省に対し本県の厳しい医療の状

況や取組状況を説明して、国の平成24年度の実施箇所の確実な増加及び本県

事業の採択、それから、平成23年度事業における予算残を活用した追加採択

を要望してきたところであります。平成24年度予算案については、先ほど前

田議員からもありましたように、15というのが５カ所拡充され、20に相当す

る予算額となったところであります。

私としましては、これまでの要望活動を踏まえ、引き続き平成23年度事業

における本県事業の追加採択と平成24年度事業における採択を強く要望して

いきたいと考えているところであります。

昨年私が知事に就任した後も、春と秋の国家予算要望で、政務三役の方々、

あるいは県選出国会議員の方々、また、その国家予算要望以外でも、医政局

長をはじめとして、私自身も何度も何度もお願いに上がってまいりました。

一部に情報収集が足りないのではという御指摘もありましたけれども、私以

外も、副知事や部長、理事、医療政策監なども、事務方での要請や情報収集

や情報提供など、一丸となって行ってまいりました。この地域医療支援セン
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ターは三重県の医師不足や地域偏在の解消に欠かせない事業であるというふ

うに考えておりますので、可能性がゼロでない限りは懸命に続けてまいりま

した。その結果、今後、追加採択、あるいは平成24年度の採択というものに

おいて、関係者の努力が結実するということを強く期待しているところであ

ります。

そして、採択された場合どこに設置するのか、それから、県が主体となっ

て事業を進めるべきではないかというところでありますけれども、厚生労働

省の補助事業の要綱におきましては、各都道府県の実情に応じて最も望まし

いと考える場所に設置するというふうにされています。平成23年度に採択さ

れた15団体では、それぞれの実情に応じ道府県や大学等に設置されており、

分室等を設けている団体もあります。15のうち約10が、道庁とか府庁とか県

庁に設置をしています。

本県が設置を予定している地域医療支援センターにおいては、今後、県内

医療機関への勤務の増加が見込まれる医師修学資金貸与制度利用者等が地域

の医療機関と中核病院をローテーションしながら専門医を取得できるような、

キャリア形成支援と医師不足病院の医師確保の支援を一体的に行う仕組みづ

くり等を行うことで、医師の不足と地域偏在を解消することを目的としてい

ます。

これらの取組は、医師修学資金貸与制度の実施主体である県が、県全体の

医療状況を踏まえつつ進めていくことが必要であり、県に地域医療支援セン

ターを設置することが適当であると考えております。なお、業務の実施に当

たっては、一部の業務を三重大学へ委託することとし、あわせて分室を設け

ることも検討しております。

今後、新たに設置を予定している地域医療支援センターを中心として、三

重大学や関係医療機関、団体と連携し、市長会、町村会、住民代表等からの

御意見も伺いながら、県が主体となって医師の不足と地域偏在の解消に取り

組んでいきたいと考えております。

それから、政策集に私が掲げていたみえ医療支援機構というものについて
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でありますけれども、この取組も、それぞれ関係者が連携をして、垣根を越

えて、医師の確保や適正配置、医師の招聘、あっせん、若手医師のキャリア

形成、こういう拠点としてやっていこうということでありまして、これはま

さに、今、先ほど来申し上げております地域医療支援センター事業というも

のが、自分がその政策集に書かせていただいた当初の思いと合致している政

策でありますので、この地域医療支援センター事業をしっかりと取り組んで

いくという考えでおります。

名称については、「みえ医療支援機構」ではなく、実施を検討している内

容や、先行実施している他県の状況等も踏まえて、「三重県地域医療支援セ

ンター」という名称により実施したいと考えております。

ドクターヘリについてでございます。

全県での運航開始、あるいは騒音等の課題でありますけれども、本県では、

先ほど来御説明もありましたように、本年２月１日からドクターヘリの運航

を開始しております。現在、消防本部ごとに一連の流れを構築する訓練をや

っておりまして、気象条件などがよければ３月２日までに訓練を終え、３月

３日からは県内全域で運航が可能となります。

ドクターヘリが離着陸する際にはプロペラの回転による強い吹きおろしの

風や騒音が発生することから、基地病院や臨時離着陸場の周辺にお住まいの

方には御理解と御協力をいただく必要があると考えております。

このため、平成23年11月から12月に基地病院と県が周辺住民の方に住民説

明会を開催するとともに、平成24年１月31日から２月２日にかけて、ドクタ

ーヘリの運航について、新聞の広告欄による広報を行ったところであります。

今後も、県政だよりみえ３月号による広報等を行うなど、引き続き県民の皆

さんへ周知を図っていきます。

そして、15分ルールのところでありますけれども、ドクターヘリを運航す

る基地病院は救命救急センターを設置している病院であるという条件のもと、

県内の医療資源の状況を踏まえて、より広い圏域をカバーすることや、病院

負担の軽減、人材育成など運営上の観点から、三重大学医学部附属病院と伊
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勢赤十字病院を基地病院に指定しました。しかしながら、三重県は南北に長

い地形であることから、15分以内にドクターヘリが到着できない地域があり

ます。今後、ドクターヘリの運航について、基地病院や消防本部、県などに

よる検証や評価を踏まえて、ドクターヘリの要請から病院搬送までの時間短

縮に努めていきたいと考えております。

続きまして、緊急雇用・経済対策のところでありますが、県内の雇用・経

済情勢は大変厳しいということで、先ほど前田議員からもありました。ちな

みに、平成20年秋のリーマンショック以降でありますけれども、有効求人倍

率は平成21年６月が底でありましたけれども0.40、直近では平成23年12月で

0.76、三重県の完全失業率については平成21年の第３・四半期が一番多くて

4.8％、直近の平成23年の第３・四半期は3.6％という状況で、雇用について

はまだまだ厳しいものの一定の改善を、短期的な対策の効果などもあり進ん

できているところであります。

一方、為替については、先ほど見解もありましたように、一貫して円高が

続いています。平成20年９月は106.71円ありましたけれども、平成24年１月

76円94銭ということで、ずっと円高で右肩下がりになっているということで、

大変厳しい状況を内包しているというふうに考えておりますので、これにつ

いては、一時的な対応というよりは着実な計画的な取組が必要であるという

ふうに考え、今回、みえ県民力ビジョン・行動計画に雇用・経済対策として、

働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト、あるいは、食の面においても、

三重の食を拓く「みえフードイノベーション」においても雇用を、あるいは、

日本をリードする「メイド・イン・三重」～ものづくり推進プロジェクトに

おいても雇用について、それぞれを位置づけまして重点的に取り組むという

ことにしております。

平成24年度当初予算には、市町の取組も合わせ1774人の緊急雇用創出事業

を盛り込んだところであります。さらに、雇用経済部を新たに設置し、地域

に活力と雇用を生み出す、強靭で多様な産業構造の構築に向けて、経済対策

と雇用対策を総合的に推進していきたいと考えております。
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以上であります。

〔北川貴志県土整備部長登壇〕

○県土整備部長（北川貴志） 緊急減災対策の中の海岸・河川堤防の補強につ

いてお答えいたします。

県内の海岸及び河川河口部の堤防につきましては、近い将来発生が想定さ

れている東海・東南海・南海地震や、それに伴い発生する津波への対策が求

められています。これらの堤防は伊勢湾台風後に整備されたものが大部分で、

建設後約50年が経過し、老朽化が進んでおります。このため、地震、津波に

よる被害を軽減するための対応が必要であり、今ある堤防の機能を確保し、

粘り強い構造となるよう、補強対策を緊急的に実施することとしています。

海岸堤防については、県土整備部が所管する海岸堤防のうち、最近整備し

た区間を除く約195キロメートルの区間において、平成21年度から実施した

老朽化調査の結果、空洞が確認された136カ所を含む200カ所で緊急に補強対

応が必要と考えております。これらの箇所については、命を守る緊急減災プ

ロジェクトとして、新たに平成24年度からの４年間で補強を実施することと

しており、およそ10億円の事業費を見込んでおります。なお、平成24年度は

事業費２億円で40カ所について補強を実施する予定であります。

河川堤防については、河口部付近の堤防約200キロメートルにおいて、平

成23年度補正予算により、部分的に堤防の高さが不足する箇所やコンクリー

トにひび割れがある箇所などの緊急点検調査を行っております。この点検調

査の結果に基づき、平成24年度から補強対策に取り組むこととしております。

以上です。

〔41番 前田剛志議員登壇〕

○41番（前田剛志） 時間のほうが押してきましたので、要望だけ二、三お願

いをしたいと思います。

まず、減災対策ですが、知事がつくられた初めての計画でございます。

（現物を示す）緊急の地震対策行動計画、ちょうど来年度で終わるという予

定でございますので、中身の中では難しい項目も私はあるのではないかなと、
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今日は具体的な項目は申しませんが、課題として思っております。十分な進

行管理を実施いただく中で来年度末に達成されることを強く要望申し上げた

いと思います。

それとともに、先ほどの海岸、河川の改修ですが、河川についてはまだ対

象箇所数、額というのが出ていないのかなということでお答えがございませ

んでした。非常に財政が厳しい中ではございますが、着実な改修を、進行を

早期に、全体を提示いただいた中で計画をまたお示しもいただければと思い

ます。もう要望で結構でございます。

それとともに、地域医療センターでございますが、県のほうへ設置され

るということでございます。ぜひとも、先ほどの質問の中でもございまし

たが、真に実効ある取組となるように、地域偏在が本当に解消されるよう

な形で県の主体性を発揮いただくことを要望申し上げたいと思います。

それとともに、ドクターヘリについてはこれからというところもござい

ますが、私が１点心配しておるのは、やはり２病院での運営でございます。

茨城県に続いて全国で２例目という状況でございまして、茨城県において

は三、四日で運航基地を交代しております。三重県においては２カ月間で

交代をするということが示されております。大丈夫なのかなという心配も

非常にあるんですが、まだこれからという部分もございますので、ぜひと

も、消防署を含めながらの運航基地も含めて、定期的なフォローを実施い

ただければと思いますので、その点だけ御要望を申し上げたいと思います。

緊急雇用・経済対策については、新たな組織、雇用経済部の中で期待を

申し上げるところでございますが、ややもすると全庁的なトータルコーデ

ィネートができていなかったのかな、進捗管理も含めながら、少し、具体

的な指摘はいたしませんが、できていない部分があるのではないかと思っ

ております。状況把握を含めながら分析をして短期的な戦略、そのために

はやはり方針も含めて、新たにできる雇用経済部の中でリーダーシップを

とっていただく中でトータルコーディネートを実施いただきますことを強

く御要望申し上げたいと思います。
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それでは、４分しかございませんが、最後に３項目めをお聞かせいただ

きたいと思います。

新エネルギービジョンについてお聞かせをいただきます。

この計画につきましては、東日本大震災以降のエネルギーを取り巻く状

況変化を踏まえ、新たな方向性を織り込み、10年先を見据えたビジョンと

して取りまとめられたものでございます。

そこで、１点目につきましては、目標設定についてお聞かせいただきた

いと思います。

基本的な目標設定の考え方としては、国の長期エネルギー需給見通しを

基本に諸条件を考慮し、導入目標が設定されておるところでございますが、

導入目標の合計で、平成22年度末の導入実績に対して2.3倍と高い状況でご

ざいます。種類別でいくと、太陽光発電が22年度までの実績の10倍、国の

見通しの２倍、風力発電については実績の５倍、国の見通しの２倍、燃料

電池については実績の42倍、国の見通しの４倍、クリーンエネルギー自動

車も実績の17倍であります。目標達成に向けて実効性ある取組が求められ

ているところでありますが、10年後の目標達成が可能なのかどうか、お聞

かせいただきたいと思います。

あわせて、知事の政策集の中で、世界のクリーンエネルギーの最先端地

域へとありますが、目標達成により実現できるのか、御見解をお聞かせい

ただきたいと思います。

最後に、木曽岬干拓地へのメガソーラー計画についてでございます。

ビジョンの中で、木曽岬干拓地へ、80ヘクタールのところへ40メガワッ

トの国内最大のメガソーラーを計画予定でございます。新年度予算の中で

も土地の購入や土地利用の検討を行うということでありますが、先週の土

曜日にも、地元の加藤町長から、産業集積の促進の要望等、お見えになら

れているところでございます。政策集の中では木曽岬干拓地の土地利用を

早急に検討していく、航空宇宙産業、クリーンエネルギー等の企業集積へ

とありますが、土地利用の方向性についてお伺いをいたします。
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あわせて、新年度予算の中で、新エネルギーの導入促進事業に向けて新

エネルギー施設の立地に対し地域貢献策等を支援するとありますが、具体

策について簡単にお聞かせいただきたいと思います。

○議長（山本教和） 答弁は簡潔に願います。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） 新エネルギービジョンに関し、目標設定の点であります

が、ビジョンの中では、目標値は、国の長期エネルギー需給見通しによる推

計、導入実績からの推計、県民や事業者の皆さんへのアンケート結果による

導入意向、こういうものを考慮して目標を設定したところであります。それ

を実現するために５つの戦略プロジェクトを掲げたところでありますので、

今後、様々な主体が参画する協創によってこれらのプロジェクトの取組を進

め、ビジョンで掲げた導入目標を達成するよう努力していきたい、そして、

この新エネルギービジョンの取組を進めることでクリーンエネルギーの最先

端地域というものを目指していきたいというふうに考えております。

そして、２点目、木曽岬干拓地の土地利用計画の点でありますけれども、

木曽岬干拓地におけるメガソーラー事業の誘致については、同干拓地の多く

の土地が十分に活用されていない状態を転換するとともに、干拓地の地域特

性を生かして我が国のエネルギー問題に地域から積極的に貢献するため、取

組を行うものであります。

現時点では、伊勢湾岸自動車道以南の冒険広場・デイキャンプ場予定地で

ある約60ヘクタールの県有地にメガソーラー事業の誘致を図りたいと考えて

おり、愛知県、東海農政局等、関係機関との協議を行っております。これら

の協議等が調った後、事業者を公募し、誘致を進めたいと考えております。

メガソーラー事業の誘致予定箇所以外の土地利用については、まず、既に

事業に着手しているわんぱく原っぱでは来年度に工事を完了し、通常の手法

をとったとすると平成25年度から５年間供用した後、30年度から企業の立地

が可能となります。

これまでの学識者や企業等の聞き取り調査によると。
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○議長（山本教和） 答弁は速やかに終結願います。

○知事（鈴木英敬） 環境関連業種などの可能性がありますので、地元からの

御要望の雇用や税収を生む企業ということに十分留意して土地利用の方向を

進めていきたいと考えております。

以上であります。

〔41番 前田剛志議員登壇〕

○41番（前田剛志） 時間が参りましたので、終結をしたいと思います。

どうもありがとうございました。（拍手）

○議長（山本教和） 38番 前野和美議員。

〔38番 前野和美議員登壇・拍手〕

○38番（前野和美） それでは、議長のお許しをいただきましたので、代表質

問に立たせていただきました。自民みらい会派を代表しまして質問させてい

ただきます。津市選出の前野和美です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年の６月も、鈴木知事が就任をされて初めての議会で自民みらいを代表

して質問をさせていただきましたが、そのときの知事の熱い思いを受けとめ

て、県政運営の両輪として積極的に議論を踏まえ、ともに切磋琢磨し、県政

発展のため頑張れることを確信いたしました。

その後、知事は積極的に活動を開始され、県民に親しまれ信頼されるトッ

プリーダーとして、現場で仕事をモットーに、午前中には東紀州にいたと思

えば午後には東京で活動していたり、どうやって移動したんだろうなと思う

こともしばしばで、フットワークの軽さにびっくりさせられております。そ

のたびテレビや新聞に取り上げられ、毎日、知事の動きが手にとるように県

民に知らされております。

自ら現場で課題に取り組む、このことが県民の信頼につながり、我々のと

ころまで知事が来てくれたと、地域の人たちから自慢話のように聞こえてき

ます。大変喜ばしいことでありまして、知事の行動力は、期待から信頼、き

ずなへとつながってきているのかなと思わせていただいております。しっか

り頑張っていただきたいというふうに思います。
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そうした知事の現場での思いや政策集で約束されたことを実現するための

みえ県民力ビジョンが策定をされました。今後は、みえ県民力ビジョンを柱

に県政のかじが切られていくことになります。昨年の代表質問でも提案をさ

せていただきましたことが、「守る」、「創る」、「拓く」の中で生かされ

たことを大変うれしく思っています。今回は、みえ県民力ビジョンの三つの

柱の「守る」、「創る」、「拓く」のうち、まず、「拓く」から質問をさせ

ていただきたいと思います。

食事をするときメーンディッシュは後から出てくるわけでありますが、前

回も時間配分が悪くて消化不良を起こしましたので、今回はメーンディッシ

ュを先に出しまして質問をさせていただきたいと思います。メーンディッシ

ュといいましても松阪牛やアワビとまではいきませんが、伊勢湾の香良洲前

のアサリぐらいはあっさりと出したいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

まず、１点目ですが、県政ビジョンの「拓く」の中から議論をしたいと思

います。「拓く」が今後の三重県政の歳入面でも大きくかかわる大事なプロ

グラムであります。

まず、初めに、強靭で多様な産業から質問をさせていただきます。

三重県の財政と産業の活性化、加えて産業構造の多様化について考えてみ

たいと思います。

リーマンショックが落ちつき始め、緩やかな景気回復基調にあったやさき、

東日本大震災により、サプライチェーン化された自動車産業界に大きな打撃

を与えました。さらには、追い打ちをかけるように９月にはタイ中部で大規

模な洪水が発生し、中部アユタヤにある七つの工業団地が水没をし、日系企

業450社の工場が大打撃を受けたと報道されております。この影響でサプラ

イチェーンが寸断され、周辺の国や日本、北米の自動車工場まで生産停止を

余儀なくされるなど、電機、精密機械、自動車などの製造業への影響は世界

じゅうに拡大し、混乱に陥りました。こうした製造業の多くは県内でも活動

しておられまして、企業の経営悪化が懸念をされます。
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平成20年には、三重県も工業生産額が、県民１人当たりの出荷額が愛知県

に続いて第２位まで躍進するなど、順調に推移をしてまいりました。しかし、

リーマンショックにより県内企業もその影響を受けまして、一気に法人税が

落ち込んでしまいました。平成19年には県税の38.6％を占めていた法人二税

は、リーマンショックの翌年には、平成21年ですが、一気に17.8％まで落ち

込み、半分以下になってしまいました。

国は、東京都など大都市に集中する法人税を地方に配分することを決めま

して、地方法人特別譲与税という形で調整が行われ、県税に占める法人税の

割合は21.2％まで回復をいたしました。それでも17.4％の減になりますから

厳しい財政状況にあるのは変わりありません。

以降、企業の業績悪化等による法人二税の歳出還付や企業欠損金の繰越控

除などもあり、依然としてというよりも、さらに県財政は、今後より一層厳

しい状況が続くことは明らかであります。

平成24年度の予算は、景気の悪化による県税収入の落ち込みから、ついに

職員の給料カットをしないと財源が確保できないところまで落ち込んでしま

い、危機的な状況にあります。執行部から提示されました長期にわたる財政

見通しでも明らかなように、今後の経済見通しを考えますと、当面財政の厳

しさは続くものと思わなければなりません。引き続き、事業仕分けや人件費

の削減など、行財政改革を継続して進めることは、この経済状況ですから当

然必要というふうに思います。

そんな中、経済紙などでは、日本経済は最悪期を脱し、回復基調にあると

書かれております。しかし、依然として失業率は高どまりをするなど、雇用

環境は厳しい状況が続いております。このような雇用不振の一因として指摘

されるのが製造拠点の海外移転だと言われております。

海外投資比率はグローバル化の進展の中で趨勢的に空洞化現象を引き起こ

していると、こんなふうに言われておりますが、経済白書を見てみますと、

輸出のＧＤＰに占める割合は15％程度であることがわかります。ＧＤＰの

85％が内需でありますが、15％の輸出産業がどれだけ内需に影響しているの
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かということは解き明かせませんけれども、相当輸出産業が内需に影響して

いることは理解できます。海外展開をしている日系企業は今後も増え続け、

外国のＧＤＰを押し上げる一方で、空洞化する国内ではＧＤＰが低下方向に

進んでいくというふうに予想されております。

海外への生産シフトが発生する要因は、大きく分けると、１番目が内外の

事業コスト格差、２番目が為替、３番目が拡大する海外市場への対応の、３

点だと言われております。我が国の企業アンケート調査によりますと、海外

市場の拡大は、海外で高まる需要に、輸出ではなく現地生産で対応してきま

した。売上額は伸びる計算であったにもかかわらず、期待したほど伸びなか

ったとも言われております。

一方、アジア向けに海外展開する企業は、付加価値の高い日本製品を部品

として使わないと生産できない、いわゆる自動車や電気機器などへの部品供

給により一定の成果が出ています。その結果、中国や韓国の生産が伸びる要

因にもなっていると言われております。

これからの日本は、海外現地法人が新たな外需を確実に獲得して、それを

日本へ還元、還流させて、国内における付加価値をつけるための投資につな

げていく、この政策が必要だというふうに考えます。

三重県では高度部材イノベーションセンターを立ち上げましたが、県内中

小企業の中にも、特別な技術やこれだけはだれにも負けないよといったもの

を持った企業がたくさんあります。高度部材イノベーションセンターに登録

をしているけれども、その技術を生かし切れていない企業もあるように伺っ

ております。今後はその技術をより高い付加価値をつけたものにするために、

産学官の連携を強め、互いに異色の産業同士でも連携することによって新し

いイノベーションが起こることに大きな期待をいたしております。

知事はこうした企業の能力を世界の産業と連携させるため、県と企業、三

重大学でつくる欧州経済ミッション団を立ち上げ、フランス、ドイツ、スイ

スの３カ国を訪問されたと新聞紙上でも拝見をいたしました。相当な成果を

上げてこられ、ものづくり県三重県の躍進が期待できるというふうに報道さ
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れておりました。その成果はあらゆるところで述べられておられますけれど

も、今後、三重県の牽引車となれるか、期待をしながらお尋ねをしたいとい

うふうに思います。

先ほども申し上げたように、本県は北勢地域を中心に、ものづくり県とし

て日本の産業を牽引してきました。これからもその地位は揺るぎないものと

思いますが、より三重県が発展していくためには、その産業に磨きをかけて、

今回のような大不況にもびくともしない産業構造に変化をさせていくことを

考慮しなければならないというふうに考えます。

日本が世界で勝負できるのは20年前も今も自動車だけ、輸出の伸び率の半

分を占めておりますので。一方で、アメリカでは、自動車や家電で日本に負

けてしまいましたが、ウィンドウズやアップルのパソコン、ヤフーやグーグ

ルのサービス、アイパッドやアイフォーンなどが自動車や家電にかわってア

メリカの経済をリードしております。アメリカのように新しい産業革命を起

こすことこそ、日本の地位を保てるのであります。

そのような中で、県では現在、何で稼いで何で雇用を生み出すかといった

視点から、強靭で多様な産業構造の構築を目指すべく、日本の経済をリード

していく気概を持って、みえ産業振興戦略の検討を進めているというふうに

聞いております。県産業の活性化をどのように図っていくのか、それを示す

ためにも、戦略策定に大いに期待をいたしております。

そこで、まず、１点目として聞かせていただきますが、みえ産業振興戦略

の現在の検討状況やこれからの方向性について知事はどう考えているのか、

その思いをお伺いしたいと思います。

２点目は、県税収入は言うまでもなく国内外の経済情勢に大きく左右され

ることから、経済情勢に極端に影響されることのない、多様な産業構造を構

築する必要があると思います。その産業構造の多様化について、知事の考え

方をお尋ねしたいと思います。

３点目は、中小企業は各地域の経済や雇用を支える存在であります。大企

業の動向に左右されずに生き残っていくために、今後、中小企業の振興策に
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ついてどのような方向で対策を講じていかれるのか、以上３点、知事にお尋

ねさせていただきます。よろしくお願いします。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） ３点御質問いただきました。

１点目は、みえ産業振興戦略の検討状況と今後の方向性でございます。

みえ産業振興戦略につきましては、検討会議を設置して、現在、検討を進

めているところであります。各委員の皆様からは、アジアダイナミズムへの

スピード感ある対応、あるいは高度部材やものづくり基盤技術の維持強化、

技術力ある中小企業の連携の促進や海外展開の必要性、製造業と非製造業を

産業の両輪ととらえた戦略の重要性など、貴重な御意見をいただき、現在、

それらの意見を踏まえて、成長産業、立地環境整備、中小企業、内需振興、

海外展開、人づくりなどのテーマごとに分科会を設置し、具体的な取組の検

討を進めております。

今後、直近で２月25日に開催を予定しております第２回目の検討会議にお

いて、各分科会で検討している取組方向を中心に議論を進めていく予定です。

主な各分科会での検討状況としては、クリーンエネルギーや、医療、健康な

どの成長分野の産業振興、国内外から県内投資を促進する新しい立地環境の

整備、外部連携や企業連合による中小企業の新事業展開の促進、顧客志向型

サービス産業の振興、世界成長市場への県内企業の参入の促進、雇用に結び

つく人材育成システムの構築などの取組方向を検討しているところです。

これらの検討を補強する意味でも、県内外約5000社の企業へのアンケート

調査に加え、職員による企業1000社訪問に挑戦しています。企業訪問につい

ては２月20日時点で882社の訪問を終え、技術、ノウハウ、販路開拓、円高、

海外展開、人づくりなどについて現場から多くの声をいただき、現在、分科

会での検討に活用しています。

さらに、議員も触れていただきましたが、私自らもアジア、欧州を訪問し、

世界を肌で感じ、海外の自治体や研究機関などとの連携の枠組みづくりに取

り組んでまいりました。職員とともに、国内外で戦略策定前の先行営業を実
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施しているところです。

私としましては、強靭で多様な産業構造を構築していくに際して、多様な

働き方の可能性も模索し、雇用機会の拡大の視点も強く意識して産業政策を

展開していくべきではないかと考えております。その意味でも、新しい体制

で産業政策と雇用政策を融合してまいりたいと考えております。今後も企業

訪問などのヒアリングも進める中で、企業の皆様の肌感に近い戦略、そして、

具体的なプロジェクトなどの取組が動き出す戦略を目指して検討を進めてま

いります。

そして、２点目でありますが、産業の多様化についての考え方であります。

少し御紹介もいただきましたけれども、本県は、リーマンショック前は毎

年着実に10％前後、製造品出荷額が増加していました。平成18年に初めて10

兆円を超えました。平成20年には11兆7500億円と史上最高額となるなど、自

動車、電気電子を中心に製造業が本県産業の成長を支えてきました。

しかし、リーマンショック後、全国で最も総生産額の下落率が高かった。

ちなみに全国平均は3.9％、前年に比して総生産額の下落率が3.9％だったん

ですが、本県は9.8％ということで全国で一番高かったです。そういうよう

に、私は輸出型産業に牽引されている県産業の構造は余り偏りがあると脆弱

ではないかと思い、強靭で多様な産業構造の必要性を重く受けとめていると

ころです。

そういったことから、成長分野である環境・エネルギー関連産業、これは

市場規模200兆円とも言われています、医療・健康・福祉関連産業、これも

市場規模90兆円と言われていますなど、社会的課題解決型の産業の育成を図

るとともに、県内産業集積地の特性に合わせた新たな産業集積モデルの構築

を目指し、今後とも世界トップクラスのポテンシャルを持つ産業集積地へと

進化させていくことが重要だと考えております。

産業の多様化ということで二つの視点が必要ではないかと考えておりまし

て、一つは企業から見た産業の多様化です。例えば、自分がやっている主な

業種が厳しい状況にあった場合に、第２の柱、第３の柱で安定的な経営を図
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っていく、あるいは速やかに第２の柱、第３の柱に移行できる、そういう環

境を整えていく、企業から見ての産業の多様化。

そして、もう一つは、雇用の維持、創出という観点からの産業の多様化。

働く意欲のある県民の皆さんだれもが自己の能力や適性に応じて職場を選択

できる、そういう多様な産業が県内に存在するということも大変重要ではな

いかと考えております。

一方、本県の産業構造は全国と比べて製造業の構成比が圧倒的に高く、サ

ービス産業が低いことから、製造業ではより技術や製品などの付加価値を高

め、サービス産業では構成比を高めるとともに、商品、サービスなどの付加

価値を高めていき、製造業とサービス産業が産業の両輪となるように産業政

策を進めていきたいと考えております。

続きまして、３点目の中小企業の振興策でありますが、主にものづくりと

いうのが前段で出てまいりますけれども、中小企業であっても国際競争に打

ち勝っていくための取組を進めていくことが必要です。そうしたことから、

前野議員からも御指摘いただきましたＡＭＩＣ、高度部材イノベーションセ

ンターにおいて、グローバルな展開を進めている大企業と中小企業との連携

を通じて、研究開発の促進、中小企業の課題解決、ものづくりを担う人材の

育成などに取り組んできたところであります。

こうした取組を通じて、一部、成果が出つつあるところですが、アジアな

ど新興国が我が国を急速にキャッチアップしてくる中、さらなる技術の高度

化を進めていくことが必要だと認識しています。その際、スピード感を持ち

つつも、もう一度強みと弱みをしっかりと認識し、世界に通じる経営戦略を

立てて技術開発を推進していくことが大切だと考えています。そのため、産

学官金、金は金融機関でありますけれども、一貫して三重のものづくり中小

企業を支援する「メイド・イン・みえ」ものづくり支援ネットワーク会議の

創設、あるいは革新的な技術開発を支援する戦略的技術開発支援補助金など、

県内のものづくり中小企業を強力に支援してまいりたいと考えております。

さらに、地域の生活インフラなどを支え、重要な役割を担っている小規模
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な事業者の皆さんについては、新たな内需の獲得という視点を持って、しっ

かりと支援をしていかなければなりません。その際、これまで以上に、市町、

地元商工会をはじめとする商工関係団体と連携し、地域資源などの棚卸しや

再発見、それと連携した地域商業の活性化に取り組み、消費者に新たな価値

を提供する価値創造型ビジネスへの転換を促進してまいりたいと考えており

ます。

以上であります。

〔38番 前野和美議員登壇〕

○38番（前野和美） どうもありがとうございました。

先ほどからいろいろ話もさせていただきましたが、まさに製造業で三重県

は成り立っているというふうに思います。まず、この製造業が不景気な時代

でもきちっと企業として立派な成績をおさめていただけるような、そんな環

境というのをまず県としては、つくっていってもらわなきゃならない、その

ためのみえ産業振興戦略というふうに思っておりますので、十分御検討いた

だきまして、よろしくお願い申し上げたいと思います。

それから、産業構造の多様化。今もいろいろと知事から御答弁いただきま

したが、不景気になったときに一つに偏っていると、どうしてもそのあおり

をまともに受けてしまう。これは今回の三重県がいい例だと思うんですね。

ですから、こういう時代が来たときでも、片方の元気な産業、もうちょっと

違う分野で元気な産業、今言われた医療だとか環境だとか、そういったもの

が定着することによって、自動車産業はあかんけれども環境や医療で持ちこ

たえているというような、そういう構造に変えていくことが大事だと思うの

で、時間がかかると思いますけれども、しっかりとその辺についてはよろし

くお願い申し上げたいというふうに思います。

それから、中小企業の振興なんですが、私は聞いている範囲内でしかよく

わからないんですけれども、しっかりとした技術を持った中小企業もたくさ

んおっていただける。ただ、大企業の下で仕事をしているためになかなか自

分のところの力を十分に発揮されていないという、そんなこともございまし
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て、再質問ということになると思うんですが、中小企業の振興に当たりまし

ては独自の技術などを持った中小企業をしっかりとサポートしていくことが

重要だというふうに今も申し上げたんですが、中小企業の支援の中に補助金

的なものもあるという話だったんですが、中小企業は銀行から融資を受ける

ということが非常に難しい。

そこで一つ提案なんですが、例えば四日市市にある高度部材イノベーショ

ンセンター、ＡＭＩＣですが、ここでやっている中小企業の支援についても、

資金提供や補助金中心型から一歩進めて、資金提供というよりも経営参加だ

とか、プロジェクト連動型による販売路の拡大なども含めた、長期的な視点

に立った育成を目指すため、ＡＭＩＣを官民共同によるいわゆる中小企業出

資ファンドとでもいいますか、運営会社に衣がえをして、創設資金援助どま

りではなくして、いわゆる起業から上場までしっかりと支援をしていくとい

う、そんな取組ができないのかなということで再質問させていただきますが、

いかがでしょうか。

○農水商工部理事（山川 進） 本県では、技術革新や新たなビジネスモデル

を提供する産業が創出される環境づくりを行うため、創業間もない中小企業

の資金需要に対しまして、平成15年度と18年度の２回にわたりまして、投資

ファンドである、みえ新産業創造ファンドを創設いたしました。これまで35

社に投資しており、１社が新規株式公開に至っております。

ＡＭＩＣにおきましては、産学官連携とか産産連携を行い、新たな研究開

発や製品の改良などを自由闊達に行える場として整備し、現在、中小企業が

中心となるプロジェクトである新型赤外線センサーの開発やＩＨ技術の高度

化技術など、15のプロジェクト、延べ29社、高度教育機関では17機関がいわ

ゆる参画をいたしまして研究開発を実施しております。

このような研究開発や製品開発の事業化におきましては、資金の確保が重

要な課題になると考えております。このため、県では本年度より、信用力や

担保能力の関係で民間融資を受けにくい企業に対し、低利子で担保や保証人

を必要としない県単融資制度、創業・再挑戦支援資金を創設いたしました。
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今度とも、これらの融資制度や平成18年に組成をいたしました２号ファン

ドを活用するとともに、政府系の投資資金や民間の投資会社による資金供給

の環境も充実してきておりますことから、金融機関とか商工団体と連携を行

うとともに、創業間もない中小企業や事業化を目指す中小企業の育成を促進

してまいりたいと考えております。

〔38番 前野和美議員登壇〕

○38番（前野和美） ありがとうございます。

いろいろと支援策は講じていただいておるというふうに思っておりますけ

れども、もう少し踏み込んでしっかりと支援をするためにファンドを設立し

て、そのファンドによって、今申し上げたように、上場や、起業から上場ま

でしっかり支援をさせていただくと。そして、企業がもうかればその株を企

業側が買い取る、そしてファンドに戻すというような、そんなシステムをつ

くり上げたらどうかなということで御提案をさせていただきますので、また

一度考えていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。

それでは、今、前田議員のほうからも代表質問で木曽岬干拓地の話が出ま

して、将来の土地利用ということで干拓地を整備していくという知事の答弁

もございましたが、特にこの木曽岬干拓地の土地利用についてはしっかりと

議論をいただきたいと思いますし、西場議員が特に声を大きくして、大仏山

公園の土地利用は何となっとんのやと言っていつも質問をされているんです

が、これは副知事を筆頭として大仏山公園の土地利用ということでいろいろ

御議論をいただきましたが、当面は自然公園のまま残すという結論が出てお

るんですけれども、今申し上げたような新たな産業を誘致したり育てていこ

うと思えば、当然その敷地、工業団地が要るわけでありますので、その辺も

含めて考えていきますと、大仏山公園というのはすばらしい場所だというふ

うに思います。木曽岬干拓地もすばらしいけれども、大仏山公園もすばらし

い。この辺をもう一度検討をいただきまして、ひとつこの南勢地区の一番の

玄関といいますか、中心的な存在の土地でありますので、有効活用ができる
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ようにしっかり御検討いただきますことを、これは要望させていただきます

ので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

続いて、時間が迫ってきましたので、２点目に参りたいと思います。

農林水産業について質問させていただきます。

政府はＴＰＰ交渉参加を表明し、交渉に向けて各国との調整が始まりまし

た。ＴＰＰはすべての産業分野での関税の撤廃や規制の緩和や標準化も対象

とされているとのことであります。農業分野だけでなく、金融、保険、医療、

雇用など、様々な国内産業への影響が懸念されております。ＴＰＰ参加を反

対する人たち、逆にＴＰＰの参加を契機に日本は開国すべしと、日本の世論

は真っ二つに分かれております。消費者団体は農産物の貿易自由化拡大によ

って安いが安全でない食品の輸入が増えることを訴えておりますし、農薬の

残留基準の引き下げや、あるいはＢＳＥ牛の規制緩和は国民の命を守る安全

保障の問題に直結することは明白であります。

日本は自給率40％、裏を返せば60％は外国との貿易によって命をつないで

いると言われております。さらに自由化によって自給率が下がることになれ

ば国民の食糧は外国にゆだねなければなりませんし、そのゆだねた食糧生産

国が干ばつなどにより大被害ともなれば、まず自国の国民の命が優先されま

すから輸出制限がなされることは過去の歴史でも明白であります。実際には、

2007年にはインドや中国などで穀物の輸出制限がありましたし、2010年には

ロシアが小麦の一時輸出停止をして価格が高騰したことがありました。

日本の農業といえば、主食である米を生産する農家を中心に保護政策をと

ってきました。米の関税率は778％で、ミニマムアクセス以外の米は関税の

影響が強くて米の輸入はしておりません。この関税率が撤廃をされると一気

に安い外国産米が押し寄せることは明白であります。ブランドの価値の高い

日本米は価格競争に打ち勝って生き残れると言う人もいれば、逆に、壊滅的

な打撃を受けて米農家は米づくりをやめるために、一部つくる人があっても

ブランド力を高めた外国向けの米だけが生産され、日本人の口に入ることは

なくなるという人もいます。米生産農家に限って議論をすれば、アメリカの



－77－

農家と太刀打ちするためには農地の規模拡大をしなければなりません。

そこで、皆さん方の手元に資料を配らせていただきましたが、ごらんいた

だきたいと思います。

（パネルを示す）農家の１戸当たりの農地面積の国際比較を見ていただき

たいと思いますが、日本は一番上に載っておる1.8ヘクタールで、米国は99

倍です。ＥＵは９倍、オーストラリアは実に1902倍の耕地面積を持っており

ます。日本でも農地の集約化が進み、中心的な農家ではこの今お示しした数

字の15倍から20倍の農地拡大を図ってきております。それは専業農家や集落

営農に農地が集まりましたんですが、現民主党政権になってから農家戸別所

得補償制度が導入されました。たちまち農地の引きはがしが起こったり、い

わゆる所得補償があるから米価は安くても農家は余り困らないだろうという

ことで米相場が値下がりしたりと、農政は大変混迷を深めてきております。

それで、２番目の資料をごらんください。

（パネルを示す）2011年の農業センサスを見てみますと、日本の販売農家

は156万2000戸、そのうち１ヘクタール未満の農家が84万3000戸で、販売農

家の54％に当たっております。農家収入別に見てみますと、100万円未満の

農家は92万4000戸で59％に当たります。100万円以上500万円未満の農家は41

万4000戸で、主業農家と準主業農家に該当します。500万円以上から1000万

円未満の農家というのは10万7000戸ありまして、主業農家と準主業農家にわ

たっています。さすがに1000万円以上の農家は主業農家のみとなっています。

外国並みの耕地面積に近づくためには、農地の集約化を進めるということ

に結論からそうなってくるんですが、日本の耕地面積の480万ヘクタールを

この主業農家の35万6000戸の農家に集約するとすれば13.48ヘクタールとな

ります。土地利用型農業だとか高度野菜園芸農家、あるいは畜産農家とうま

くすみ分けができれば、しっかりと外国と戦えるような土地利用型農業に転

換ができるというふうに思います。

これを三重県の農家に同じように当てはめてみました。

（パネルを示す）三重県の農家は３万800戸の販売農家があります。１ヘ



－78－

クタール未満の農家は１万9900戸で販売農家の65％に当たります。農業収入

は100万円以下の農家になると２万174戸となりまして、販売農家の実に

65.5％が該当します。全国平均より三重県のほうが小規模農家が多いことが

これでわかります。100万円以上500万円未満の農家は主業農家と準主業農家

にまたがっておりまして、6219戸が該当します。500万円以上1000万円未満

の農家は2665戸で、やはり主業農家と準主業農家にわたっています。1000万

円以上の農家は全国同様に主業農家に集中をしておりまして、三重県の農地

面積が６万1500ヘクタールですから、農業収入が500万円以上の農家4681戸

の農家にこの農地を託すとすれば、平均して13.13ヘクタールということで、

全国農地の主業農家で割った数と大体面積は同等規模になってくると、こん

なふうに思います。

日本の自給率は低い、自給率を上げることがひいては農業政策によい方向

として作用すると思っている人がほとんどだというふうに思います。自給率

が低いから日本の農業は生産額も低く、保護農政によって輸出産業の足かせ

になっていると思われがちであります。

それでは、日本の農業は世界の農業と比較してどうなのかと少し検証して

みたいと思います。（パネルを示す）これまた４番目の資料なんですが、世

界の農産物の生産額ランキングでは、この表のとおり世界で第５位にありま

す。食料自給率70％、80％と言われる欧州に比べましてもはるかに大きな生

産額を誇っております。

少し古い資料なんですが、2005年時点で826億ドル、いわゆる８兆円相当

規模で、これは、中国、米国、インド、ブラジルに続き世界第５位。今申し

上げたとおりですが、米だけに特化してこれまで支援をしてきたために、日

本の農業はだめなように思われがちでありますが、野菜の生産額を見てみま

すと、米を上回り農業生産額の約３割を占めています。

野菜の関税率は３％です。5000億円の市場の花卉は関税ゼロ％なんです。

果物は関税が５％から15％でありまして、青森県の代表的なリンゴの輸出割

合は10％程度であります。リンゴの輸入は0.01％程度しかありません。
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野菜や果物のほかにも、既に低関税になっております鶏の肉だとか卵など、

これらの生産額を合わせますと４兆5000億円で、日本の農業の全体の６割に

達します。これらの農産物は補助金もほとんどなく、農家の自助努力によっ

て農業生産品が生産されているということでございます。

それで、次にこの表を見てください。（パネルを示す）農産物の輸出額と

輸入額を示したものです。赤色の棒グラフが輸出額です。日本はわずか27億

ドルで、主要国の中でも農産物輸出額は一番低い位置にあります。逆に、農

産物輸入額では567億ドル、アメリカ、ドイツ、中国、英国に次いで世界で

５番目。このグラフが示しますように、他の先進国は、外需、いわゆる輸出

貿易で農業ＧＤＰを伸ばしてきました。日本は内需依存で発展してきたこと

になります。言いかえれば、外需を取り込むことができれば農業の成長の伸

び代はあるというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

それで、まず２点お伺いしたいと思うんですが、１点目は、本県農業が持

続し、農業が地域経済の一翼を担う、もうかる産業へと成長していくために

はどうすべきか、御所見があればお聞かせいただきたいと思います。

２点目は、本県農業は経営面積が零細で、今申し上げましたが、兼業農家

が多く、経営規模の拡大が進んでいない。自由化の中で土地利用型農業の経

営規模はどれぐらいを目指すのがいいのか、そのためには県としてはどのよ

うな取組をされるのか、お尋ねさせていただきます。よろしくお願いします。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） 農業をもうかる産業へと成長させていくための取組とい

うことでございますが、農業を取り巻く現状については前野議員のほうから

大変詳しく示唆に富む現状を御説明いただきましたので、私からは現状を詳

しく述べませんが、いずれにしても日本の農業、三重県も含めてですけれど

も、厳しい環境に対応していくためには、単に農産物を生産するだけではな

く、安全・安心、鮮度やしゅん、手ごろな価格など、消費者の多様なニーズ

にこたえるとともに、ニーズを先取りした新たな価値を創出していくことで
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収益力の高い農業を展開していくことが重要であると考えております。

このため、これまでの低コスト化や生産基盤の整備、こういう取組に加え

まして、緊急課題解決プロジェクトとして、産学官の知恵や技術を融合し、

農林水産資源を活用した新商品やサービスを自律的に生み出す新たな仕組み

である、みえフードイノベーション・ネットワークを形成することとしてい

ます。

このネットワークを推進エンジンとして、本県の強みである食の魅力等の

情報発信の強化と戦略的な営業活動、三重の食の魅力を最大限に生かした商

品の開発、新たなビジネス展開に挑戦していく意欲の醸成、こういうものに

重点的に取り組むことでマーケットに支持される商品やサービスが活発に生

まれる環境を整備し、つくる農業から売れる農業、さらにはもうかる農業へ

の転換を目指してまいります。

〔渡邉信一郎農水商工部長登壇〕

○農水商工部長（渡邉信一郎） 私のほうから土地利用型農業に行きます経営

規模の拡大についてお答えをしたいと思います。

本県の主要農産物であります水稲などを栽培する、いわゆる土地利用型の

農業は、御指摘のように非常に零細な規模になっております。将来にわたっ

てこういう農業を継続していくには、やっぱり競争力のある産業として、意

欲と経営感覚にあふれる認定農業者でありますとか集落営農組織に農地を集

積して生産力を高めることが重要であると考えています。

本県では、昨年11月に法に基づきます三重県農業経営基盤の強化の促進に

関する基本方針の見直しの中で、農業の担い手として中心的な役割を果たす

意欲ある認定農業者でありますとか集落営農組織が農地全体の６割を担うこ

とを目指して、土地利用型農業におきましては、目指す農業経営規模としま

して、平たん地域では25ヘクタール、中山間地域では15ヘクタールの認定農

業者等を1400確保することとしております。

これを達成するために、市町と連携いたしまして、集落等が主体的に土地

の利用調整を行い、農地、農作業の集積を図る、いわゆる三重県型集落営農
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の取組をさらに進めますとともに、農地集積を促進させるため、国の新たな

支援策等を積極的に活用いたしまして、農業の生産力の強化を進めてまいり

たいと思います。

以上でございます。

〔38番 前野和美議員登壇〕

○38番（前野和美） どうも御答弁ありがとうございました。

とにかくもうかる農業ということで、フードイノベーションを起こしたい

という、そういう知事の御答弁でございますが、先ほども申し上げましたよ

うに、やはり自由化ということは頭の中に入れて施策をつくっていかないと、

それこそ自由化がスタートすれば全く手をつけられないという状況になって

しまいますので、十分その辺も御検証いただきまして、ひとつよろしくお願

い申し上げたいというふうに思っています。

それで、農業がつくり出す農産物、これに付加価値をつけたらどうなのか

ということなんですが、（パネルを示す）最後にこれを見てください。主要

国の農産物の輸出額というものを先ほど御説明させていただきましたが、フ

ランスやドイツの農業を例にとりまして申し上げます。

これはドイツなんですが、農産物の生産額は日本が826億ドル、ドイツは

379億ドルしかないんですね。日本の半分ほどの低い生産額です。しかし、

農産物の貿易輸出額はその２倍ぐらいの数字になっています。これは、自国

で生産された農産物に付加価値をつけて輸出をしている結果なんですね。特

にフランスでは、有名なワインなどのアルコール類、これが47％、それから、

ミネラルウオーターが11.2％、ドイツではたばこが生産がすごくて67.6％、

アルコール、それからチーズがそれぞれ３％というような数字になっており

ます。

そこで、再質問なんですが、自由化の中で、世界で戦える農業、これを目

指していかなきゃならんということなんですが、そのためには、最初の産業

イノベーションのところでも議論させていただきましたが、農業と他の産業、

全く異質の産業とを組み合わせることによって、そして、外国に輸出ができ
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るような農産物に変えていく、そのことも目指していかれるのが産業構造の

イノベーションを進めていく上で大事なことかなと、そんなことを思います。

知事、一言あればよろしくお願いしたいと思います。一言で結構です、時

間がありませんので。

○知事（鈴木英敬） 先ほどの資料も含めて、付加価値をつけて外需も取り込

んでいくということは大変重要なことであります。ジェトロとか、そういう

ところを活用してのセミナーなども平成24年度はやっていきたいと思ってお

りますので、議員から御指摘の方向もしっかり積極的に取り組んでいきたい

と思います。

〔38番 前野和美議員登壇〕

○38番（前野和美） ありがとうございます。

しっかり要望させていただきましたので、これからもよろしくお願い申し

上げたいと思います。また、時間があれば次の機会にも議論をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、続いて、「『守る』～命と暮らしの安全・安心を実感できるた

めに～」ということで、危機管理について質問させていただきたいと思いま

す。

前回の質問でもいろいろ防災対策については質問させていただきましたが、

東日本大震災の教訓を受けて、知事就任後初めての本格予算ということに今

回なったんですが、予算配分のバランスも考えていただきながら、積極的予

算とまでは言えませんけれども、必要なところに手厚く配分されたのかなと

いうふうに思っています。

今回示されましたみえ県民力ビジョンの中で、政策展開の基本方向という

ことで、三つの柱の中の一番ということに危機管理を置いていただいて政策

ビジョンをつくっていただいたと大変喜んでおります。

それで、せんだって、中央防災会議の東日本大震災の専門調査会というこ

とで報告書が出てまいりました。詳しく一々読み上げておりますと時間があ

りませんし、この内容は知事も十分御理解をいただいておりますと思います
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ので、そのことについて知事のコメントがあればよろしくお願いを申し上げ

たいと思います。

それで、この中央防災会議の報告書で特に目立ったところといいますと、

やっぱり逃げる、逃げるということが強調されておるように思いました。特

に三重県は、津波が起これば、東北地方と同じようなリアス式海岸を広く持

つ地域でありますので、逃げることが一番大事かなというふうに思います。

それで、私がこの質問をするのに一遍、５分間か10分間で逃げるというこ

とになっていますので、５分間でどれぐらい歩けるものかなということで、

実験とまではいきませんけど実際に歩いてみました。５分間で約600メート

ルしか、平らな舗装をした道路で約600メートルしか行けません。私の家の

裏に100メートルぐらいの上り坂があるんですが、その上り坂を行ったり来

たりして２往復しかできなかったんですね。少し小走りで走って、５分間で

どれだけ走れるかなと思って走り出したんですが、さすがに息が上がってし

まいまして５分間走り続けることができませんでしたので、これは計測不良

に終わってしまいましたが、大体1000メートルから1200メートルぐらい行け

るのかなと。

こういうことを考えますと、体力のない私のような人間でしたら、15メー

トルも高いところへ上り切ろうということを考えますと、せいぜい300メー

トルぐらいのところに高台があったり、学校の屋上があったり、ビルの屋上

があったりしないと、これは大変だなと、そんなことを思いました。そうい

う意味では、津波の規模、あるいは津波が発生したときの周知、これがいか

に大事かなということも感じておりますので、ぜひまたよろしくお願いを申

し上げたいと思います。

それで、先ほども申し上げましたんですが、新地震対策行動計画、この内

容を策定されるということなんですが、中でも大規模災害が発生した際に住

民の避難を促進する対策をどのように進めていく計画があるのかということ、

それから、２点目としては、今申し上げたように、中央防災会議の報告を受

けてどんなふうな感想を持ったのかということ、それと、巨大地震と発生頻
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度の高い地震とに分けて中央防災会議も報告をしておりますが、三重県では

３連動によるマグニチュード９クラスの大地震が起こると言われております。

報告書のとおり地震対策を進めようとすれば、莫大な費用がかかると思いま

すが、何に重きを置いて対策を練っていくのか、その辺、２点お願いしたい

と思います。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） まず、１点目は、新地震対策行動計画の内容、それから、

大規模災害が発生した際の住民の避難の促進策ということでございます。

新地震対策行動計画は、緊急地震対策行動計画の津波避難や耐震化など、

緊急かつ集中的な取組に、医療救護、帰宅困難者対策などのソフト事業、地

震に強いまちづくり等、社会基盤整備に係る事業、こういうものを含めまし

て、総合的な地震対策として策定していきたいと考えております。

現在、国において、４月に南海トラフの巨大地震の震度分布や沿岸津波高、

６月に３連動の直接的被害の推計結果、さらに、平成24年末をめどに対策の

骨子をまとめる予定というふうに示されていますので、新地震対策行動計画

の策定に当たっては、こういう国の被害想定結果や新たな方針というものも

考慮していきたいと考えております。

津波からの避難対策でありますけれども、新地震対策行動計画においても

引き続き主要な取組であると考えております。市町では、避難所や避難場所

の見直し、津波避難ビルの選定など、地域の実情を踏まえた取組を進めてい

ただいております。県としましては引き続き、地域減災力強化推進補助金等

によって市町の取組を推進していきたいと考えております。

また、平成24年度には、これまで地形的な理由等によって津波避難計画の

作成が進まなかった地域において、二つのモデル地域で課題の抽出と原因分

析、課題解決に向けた検討を行う事業を予定していますが、新地震対策行動

計画の策定に当たっては、その成果も検討材料にして生かしていきたいと考

えております。こうした取組を進めることで、迅速で的確な避難行動がとれ

る体制整備を図ってまいります。
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そして、２点目でありますが、中央防災会議の専門調査会報告への感想と

何に重きを置いて対策を講ずるんだということでありますが、専門調査会の

報告は、先ほど議員からも御指摘がありましたとおり、二つの津波、発生頻

度は低いけど大きい最大クラスの津波というのと、発生頻度は高いんだけど

津波高はそんなに高くない津波という、この二つが出されていますが、前者

についてはやはり逃げるということを強調し、後者については海岸保全施設

の整備なども進めていくという内容になっていますので、国の防災基本計画

もその提言内容が反映されていると認識しています。

私としましては、津波、地震の対策としてはやっぱり逃げて命を守るとい

うのが大切でありまして、そのためには、減災の考え方に基づいて、ハード、

ソフト、両方組み合わせた対策が必要と考えております。今回、津波浸水予

測調査とか、緊急地震対策行動計画を昨年策定し、そこにおいても逃げるた

めの体制整備というのを進めてきておりましたので、これまで県がやってき

た内容は、その専門調査会の報告内容とも方向性が一致しているということ

で評価をしております。

平成24年度からは、先ほど来申し上げてきましたいろんな市町が緊急に実

施する減災対策とか、いろいろ積極的に推進していきますけれども、専門調

査会の報告の中には情報伝達体制の充実強化とか津波に強いまちづくりなど

も盛り込まれていますので、これらの事項についても新地震対策行動計画の

策定において検討していきたいと考えております。

〔38番 前野和美議員登壇〕

○38番（前野和美） よろしくお願いしたいと思います。

新地震対策行動計画、この中にしっかりと盛り込んでいただきたいという

ことは、やはり逃げるという簡単なことなんですが、一番肝心なことであり

ますので、そのことをしっかりと盛り込んでいただいてお願いをしたいと思

います。

よく県や市町で実施しています防災訓練、これに私はいつも参加をさせて

いただきまして思っているのは、専門職の方々は当然住民の目線があります
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からしっかりと訓練をやっていただいておるんですが、一般住民の方を含め

た避難訓練の行動なんか見ていますと、ぞろぞろぞろぞろと歩いている姿が

見えるだけで、あれは避難訓練とはとても言えませんから、できましたら、

自分の足で実際に歩いてみて５分でどこまで逃げられるのか、例えばこのビ

ルまで上がるのに何分かかるのやとか、この学校の屋上へ上がるのにどれだ

け時間がかかるんやということを実践訓練として取り入れていくことが、や

っぱり防災の観点からいきますと一番重要なことだというふうに思いますの

で、これは要望しておきますので、ぜひ新地震対策行動計画の中でしっかり

とまとめていただきますようにお願い申し上げたいというふうに思います。

それでは、時間が迫ってきましたので、最後の、また時間がありませんが、

「創る」というところで、スポーツの推進ということについてお願いをした

いというふうに思います。

今度、国体と、それからインターハイが三重県で開催をされるということ

になりまして大変喜んでおります。それで、その国体、インターハイが開催

される、インターハイが平成30年、国体が平成33年、これからいきますと、

今の小学校の低学年から高学年ぐらいの間の人たちがこの大会に臨んでくる

ということになります。三重県の体力テストでも出ておりますように、非常

に三重県の子どもたちの体力というのは全国平均からいっても劣っていると。

劣っているものを何とかレベルアップしていかないと、せっかく誘致をする

国体に向けて優秀な選手を送り出すことができない。

それは、子どもたちのスポーツ競技に対する指導というのが、スポーツ少

年団にゆだねているという現状がほとんどですよね。皆さん方も自分の子ど

もが小さいときには覚えがあると思うんですが、子どもが野球をやりたい、

サッカーをやりたいと言えば土日は自分たちも出ていって、そして、子ども

と一緒にそのスポーツに興じる。これは学校の教員も同じだと思うんです。

なぜ小学校の教員の皆さん方が、小学校の子どもたちのいわゆる放課後のス

ポーツクラブに接することができないのかなと、個人的には、土曜日や日曜

日や、また自分の時間を割いて接しているんですが、教員として接していな
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いんですね。その辺のことがあれば、また方法があればお願いをしたいとい

うふうに思っています。

そこで、知事にお伺いをするんですが、国民体育大会がいよいよ平成33年

と、あと９年ということになってきましたので、県のスポーツの振興を図っ

ていくための、いわゆる国体をどんな理念で開催されるのか、そして、また、

今の小学校の子どもたちの教育もこの辺につなげていかなければならん理念

があると思いますので、その辺があればお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

もう一つは、教育長にお尋ねをするんですが、当然、この国体をするため

の競技場、これは、各市町がうちにぜひ誘致をしたいという思いが強いと思

うんですが、競技場だとか競技場の整備について、これからの考え方があれ

ばお願いしたいと思います。

〔鈴木英敬知事登壇〕

○知事（鈴木英敬） 国体についての考え方、位置づけ、どういう大会にして

いきたいかという点でございますけれども、先月内々定をいただきましたこ

の国体というのを一過性のイベントにするのではなく、先ほど議員からも御

指摘があった、まずは、子どもたちを含めた、本県競技力の向上を含めたス

ポーツの推進、それから、県民総参加による郷土意識の高揚と地域づくり、

それから、本県の魅力を全国に発信する大会、こういうふうになるように取

り組んでいきたいと考えております。どういうふうな国体にするんだという

ことについては、平成24年度に設置します準備委員会の中で、市町の皆さん

もそうですし、いろんな関係の皆さんに入っていただいて、そこで開催基本

方針というのをつくることになります。その中でどういうふうな大会にして

いこうというのを皆さんと議論させていただいて決めていきたいと、そのよ

うに考えております。

〔真伏秀樹教育長登壇〕

○教育長（真伏秀樹） 国体の関係の会場地の選定のほうでございますけれど

も、国民体育大会につきましては、正式競技のほうで37競技のほか、特別競
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技、これは高校野球でございますけれども、それ以外に公開競技として４競

技と、多くの競技が開催されることになります。あわせて、開催県が県民を

対象といたしますデモンストレーションとしてのスポーツ行事もございます

ので、このように多くの競技、スポーツ行事を県内各地において実施するこ

とになりますから、県営施設だけでなく、広く市町の施設を会場として活用

させていただく、そういうことが必要かと思っております。このため、県と

市町との連携は欠かせないものと思っております。

こうした状況も踏まえまして、平成24年度に、県、市町及び関係団体等で

構成いたします国体準備委員会を組織いたしまして、会場地の選定に係りま

す基本方針を策定する中で具体的な取組についても進めていきたいというふ

うに考えております。

以上でございます。

〔38番 前野和美議員登壇〕

○38番（前野和美） どうもありがとうございました。

いろいろ国体、インターハイについての質問も、この後の議案質疑だとか、

また一般質問でも出ておりますので、深い議論はこれからしていただけると

いうふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

ただ、子どもの体力向上というのは、これは大事なことですので、これを

機会にぜひ、子どもたちの体力向上が進んで、その子どもたちが本当に競技

スポーツに楽しく参加できるような、そんな環境もあわせてお願い申し上げ

まして質問を終わらせていただきたいと思います。大変お世話になりました。

ありがとうございました。（拍手）

○議長（山本教和） 以上で、各会派の代表による県政に対する質問を終了い

たします。

休 憩

○議長（山本教和） 暫時、休憩いたします。

午後０時25分休憩
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午後１時30分開議

開 議

○副議長（中村進一） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

質 疑

○副議長（中村進一） 日程第３、議案第１号から議案第74号までを一括議題

とし、これに関する質疑を行います。

通告がありますので、順次、発言を許します。

31番 舘 直人議員。

〔31番 舘 直人議員登壇・拍手〕

○31番（舘 直人） 失礼をいたします。三重郡選挙区から選出をいただいて

おります新政みえの舘直人でございます。議長のお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして、早速に議案質疑をさせていただきたいと思います。

まず、その一つ目につきましては、知事部局に移管がなされますスポーツ

推進局、これを新たに設置しようとされる議案第20号についてでございます。

このことにつきましては、昨年の第３回定例会の一般質問にもおきまして、

スポーツの所管を知事部局に移すことはできないのでしょうかと、このよう

に提案も申し上げながら質問をさせていただきました。

早速、今議会に平成24年度の組織改正の議案として提案をいただいたこと、

このことを強く願っておられる関係者の皆さんとともに私も感謝を申し上げ

るところであります。

今回のスポーツ関連業務の知事部局への移管とスポーツ推進局の設置とい

うことは、まさに本県の一層のスポーツ振興とその推進によりまして、スポ

ーツによってまた県民の一体感の醸成を図ろうとするものでございますけれ

ども、それにはやはり、選手や指導者等の強化、育成、確保、また、県民の

誉れとなるようなアスリートの輩出のための施策、制度の推進などなど、今
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後、関係機関をはじめ、県庁内での所管業務など、十分な調整と連携が不可

欠であると、このように考えます。

今回のこの新しい局の新設ということは平成33年の国体の開催をとらえて

のこととは思いますけれども、常日ごろから県民の皆さんがスポーツに親し

まれる環境づくり、また、スポーツ力というもののさらなる充実と向上を図

ることが重要でもあるなと強く思うところであります。

さて、本県のこれまでの競技スポーツは、高校や中学校が支えてきている

現状にございます。また、その多くの指導者は学校などの教員が支えている

と言っても過言ではない、このようにも思うところであります。学校の先生

や生徒をはじめ、平成25年に開催される全国中学校体育大会、また、平成30

年にはいわゆる全国高等学校総合体育大会のインターハイが開催をなされま

すけれども、今後もこれらについては教育委員会が引き続き所管をするとい

うことになるわけでございます。

高校生や中学生、そして小学生などの選手の発掘、育成、また、指導者の

育成、確保などは、知事部局との一層の綿密な連携が不可欠であるというこ

とは言うまでもないことだ、このようにも思いますし、また、国体の開催直

後には全国障害者スポーツ大会が開催されることとなっておりますけれども、

この障がい者スポーツは健康福祉部の所管となっているところでございまし

て、これまた、知事部局との一層の連携が必要となってくるところでありま

す。

知事も提案説明などで申されてみえますように、スポーツを通じて地域の、

そして三重県の活性化を図ろうとするこのとき、そのスタートのときだから

こそ、行政の縦割り的な施策の推進ではなくて、スポーツに関する部局、つ

まり県庁組織が横断的に緊密な連携によりまして、まさに県庁が一体となっ

て取り組むことが肝要である、このようにも考えるところでございます。

そこで、お伺いをさせていただきますけれども、知事部局へこのスポーツ

推進局の新設の意義、また、ねらい、それとともに、学校体育以外のスポー

ツ関連業務が地域連携部スポーツ推進局に移管されるということであります



－91－

けれども、今後はスポーツ推進局がかなめとなって、一体感を持ったスポー

ツ関連施策を取り組んでいくべき、このように考えるところでございますけ

れども、このことについての知事の所見をお伺いいたしたいと思います。

また、国民体育大会の開催に向けて準備委員会を設置し、会場選定に向け

た調査等を行うことということでありますけれども、あわせてこの施設整備

に向けた取組についても重要なことであると、このように考えます。

前回の一般質問の答弁の中で、三重県営スポーツ施設整備方針の見直しを

検討するんだということでありましたけれども、その後、どのように進んで

いるのか、また、このスポーツ推進局にどのようにして引き継ぎをされよう

としているのか、お伺いをいたします。

お願いをいたします。

○知事（鈴木英敬） まず、スポーツ推進局の関係でありますけれども、スポ

ーツの意義というものについては舘議員からもお話があったとおりでありま

す。いろんな意義を有するスポーツを知事部局で所管して総合的に展開して

いくことで、全体の一体感を醸成したり、あるいは、地域スポーツの推進、

地域の活性化、そういうものにつなげていきたいと考えています。

先ほど舘議員からもありましたように、スポーツの施策を進めるには、市

町、あるいは学校、あるいは企業、競技団体、たくさんの主体と連携をして

いかなけばならないということでありまして、そういう意味で、多様な主体

と連携をして施策を実施するという地域連携部の中に置かせていただきまし

た。

そのスポーツ推進局の中には、スポーツ推進課というのと国体準備課とい

う２課の体制にしまして、重点的に事業を実施していきたいと考えておりま

す。

既に知事部局に移管した他県においては、知事部局に移管したことで予算

確保とか意思決定の迅速が図られたというメリットも聞いておりますので、

今後、学校体育を所管する教育委員会、あるいは健康福祉部などとも、いろ

いろ人事上の工夫なども含めて、しっかりと十分に連携をして、スポーツの
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持つ多様な効果で活力に満ちた三重県をつくっていけるように、スポーツ推

進局が中心となってしっかりリードしていく形で県組織が一体となって取り

組んでまいりたいと考えております。

続きましては、国民体育大会に向けての設備の整備方針の見直しの状況で

すが、御案内のとおり昭和63年に施設の整備方針を策定しておりますが、本

県のスポーツ施設は人口同規模の他県と比べても数、規模ともに十分とは言

えない状況という中で、現在、三重県スポーツ推進審議会において、スポー

ツ施設整備のあり方について御審議をいただいているところであります。

その御審議を踏まえまして、今年度、平成23年度内にスポーツ施設整備の

方向性を示す三重県スポーツ施設整備方針を取りまとめまして、来年度、24

年度にはその方針に基づいて、大規模な施設を中心に、具体的にここをこう

しますというような三重県スポーツ施設整備計画を、これは仮称であります

けれども、策定していきたいというふうに考えております。

〔31番 舘 直人議員登壇〕

○31番（舘 直人） よく理解をいただいているんだと思いますし、これまで

もいろいろ、特に施設の整備に当たっては、アクセスの問題とか、いろいろ

なことを申し上げてまいりました。体育会系の知事ということで、他県のメ

リットも言われましたけれども、三重県が先導しておるのだと、このような

形の中でこの局が生きていっていただきたいなと、このように思います。

今議会に提案されるスポーツに関する予算案を見せていただいても、選手

の育成についてはジュニア期から取り組むこととか、高校運動部の強化指定

の取組とその予算化などもされてみえます。一般質問で提案したことを、入

れておられるなとうれしく思いますし、まだまだほかのことも言いましたの

で、それも含めていただきながら、積極的に取り組んでいただいて、競技力

の向上にこの局が先頭を切ってやっていっていただきたいなと、このように

思うところであります。

ただ、一つ気になることがございまして、これは知事の提案説明の中で言

われましたけど、スポーツコミッションのことでございます。
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これは、県民の皆さんに、夢や希望や、そして感動を与える事業としては

すばらしいというか、いいことだなと、このようには思いますけれども、し

かし、これまでも申し上げてきましたけれども、本県の施設、非常に貧弱な

状況にあって、もう少しというよりはもっともっと施設が充実しなければこ

のコミッションの話は語れないのではないかなと、そんな思いがありますの

で、今、知事が答弁なされたその方向に向かって、大変厳しい財政状況の中

ではありますけれども、取り組んでいっていただきたい。

とにもかくにも、本県のスポーツ全体を機能的に、また、スピーディーに

動かして、スポーツによる県民の一体感の醸成と地域や県政の活性化に努め

られますように、この局に大きな期待をさせていただくところであります。

次に、二つ目の質疑でありますけれども、これは、議案第１号の当初予算

案の中の放課後児童対策事業の補助金、運営補助についてであります。

今さらこの目的のことは申し上げませんし、設置状況については、これま

で県が推進してきた、積極的に取り組んできたということで、平成23年度に

は281カ所があった。24年度の予定では288カ所、７つ増えるんだと、このよ

うなことであります。

また、市町への説明についても、予算案の発表は10日でしたけれども、そ

の前には市長会に、15日には町村会に、14日には県と市町の地域づくり連

携・協働協議会の場で説明がなされたということでありますが、本議案に対

しましてのいろいろな批判や、また、知事の御意見というのは、私、多分ほ

かの議員さんもそうだと思いますけれども、直接というよりは知事のぶら下

がりの会見などで、新聞記事等でそれを知る程度であろうと、このように思

います。

ここで改めて、本予算案の提案までの経過、そして、この事業費が減額は

しましたけれども、事業のねらいを、まず説明いただきたいと思います。

○健康福祉部こども局長（太田栄子） 放課後児童対策につきましては、放課

後の子どもの居場所づくりであり、子育て、仕事の両立支援といった観点か

ら、大変重要な施策と考えてきました。



－94－

このため、県といたしましては、市町に対する運営費の補助金について、

今、舘議員のおっしゃられましたように、設置数の増にも対応し、補助基準

額も確保をし、それとともに、障がい児の受け入れ加算であるとか小規模ク

ラブへの県単補助金制度を創設するなど、積極的な支援をこれまで行ってま

いったところでございます。

それによりまして、ここ数年、この事業費全体としては毎年十数％ずつ増

加をしてきておるところでございます。

平成24年度でございますが、この予算編成におきましては、市町への調査

に基づきまして放課後児童クラブ数や障がい児受け入れ加算の増などを積算

いたしまして、約６億8700万円という必要額を見込んでおりました。そして、

選択・集中プログラムに続けまして、県議会にも昨年12月に予算要求状況と

してお示しをさせていただきました。

しかしながら、厳しい財政状況におきまして予算調整を進める中で、結果

的に約６億1600万円と、平成23年度の当初予算比では2.3％増の予算を確保

はいたしましたけれども、先ほど御説明いたしました市町が積算をされた希

望する予算額には、約12％、約7100万円が不足することとなりました。

市町に対しましては速やかに御説明する必要があると考えておりましたが、

非常にぎりぎりの調整でもございまして、今御指摘のように２月８日と２月

15日、それぞれ市長会、町村会での御報告をさせていただきました。

結果的にこの説明のタイミングが遅くなった点も含めまして、今後は市町

に丁寧に御説明するとともに、今後、この事業につきましては、市町や現場

の意見を十分お聞きしながら進めてまいりたいというふうに考えております。

〔31番 舘 直人議員登壇〕

○31番（舘 直人） これは議案質疑ですので討論まではいたしませんけれど

も、今回の問題といいましょうか、そのことを指摘させていただきたいと思

いますけれども、私も昔は行政におりましたが、行政というのは、新年度

等々、その新規事業であったり目玉事業、予算の拡充等々については大きく

発表し、花火も上げる。しかしながら、縮小される事業であったり廃止の事
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業、また、予算縮小なりについては、どうしても後手後手になってしまって

いる。これも新聞では行政の常やというふうに書かれておりましたけれども、

市町の予算編成には、まず大きな影響を与えること、そして、先ほども前田

議員に対して知事のほうから、市町との連携、丁寧にしなきゃならないよね

というふうな話がありましたけれども、その大きな影響のあることから言え

ば、事前に相当の連絡調整または情報の共有というのは当然のことだと、こ

のように思います。

つまり、県の予算、事業ということは、市町の予算、事業と本当に大きく

関連をするところでございまして、まさに県と市町の一体性の担保というこ

とが強く求められるんだというふうに思います。このことこそが市町との信

頼の基本になることだと、このように思いますし、今回の予算編成のことに

ついても、財源不足があった。歳出歳入、いろいろなところで調整をしてい

ただいたけれども、それでも足らなかった。だから特例的に職員の給与を減

額した。その経過もよくわかります。

しかし、次代を担う子どもたちは、家庭は当然のことながら地域社会の宝

であって、その子どもたちが心身ともに元気で健やかに育つことも地域社会

が望んでいることであります。

このことは、政治の、行政のすべき重要施策、課題が、子どもにあるんだ

と、このようなことを指摘させていただいて、私の議案質疑を終わります。

議長、ありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） 37番 中森博文議員。

〔37番 中森博文議員登壇・拍手〕

○37番（中森博文） 失礼します。今議会に提案されました平成24年度一般会

計予算案について議案質疑させていただきます。自民みらい会派、名張市選

出の中森博文でございます。よろしくお願いします。

さて、先日、２月14日ですけれども、私ども名張市選出の県議会議員両名

が、名張市議会議員の皆様方と県政に関する懇談会を開催していただきまし

て、いろんな議論をさせていただきました。もちろん、議会改革の取組や公
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共事業の進捗など、意見が交わされたわけでございます。その中で特に意見

のあった２点について、この議案質疑で御質問させていただきたいと存じま

す。

それでは、通告に従い質問をさせていただきます。

まず、最初に、教育関係予算のうち、施策番号241、学校スポーツと地域

スポーツの推進についてであります。

中学校における武道必修化に伴う課題を解決するため、安全な武道指導の

あり方等に関する講習会の開催をするとともに、外部指導者として地域の武

道指導者を学校に派遣するなど、スクールスポーツライフ支援事業が計上さ

れております。

そもそも、平成18年度、教育基本法が改正されまして、自分を律する自律

の精神や公共の精神、伝統と文化を尊重することなどが追加されたわけでご

ざいます。また、それを受けまして、学習指導要領も改訂されました。いよ

いよこの４月から、中学校の武道が必修科目となったわけであります。

当然、事前準備も進めていただきまして、万全を期してはいただいており

ますけれども、改めてこの武道必修化の目的について見直させていただきま

したところ、私から申し上げるまでもないんですけれども、新学習指導要領

の解説には、武道は礼に始まり礼に終わるといった相手を尊重する態度をは

じめ、伝統的な行動の仕方や考え方など、武道が持つ日本固有の文化を学ば

せるとされております。

しかし、現場ではいろんな話が交錯しておりまして、特に柔道による事故

などが心配されております。

聞きますと、京都市では投げられた際の衝撃を和らげるために畳の上にウ

レタンマットを準備したり、岡山県では柔道用のヘッドギアを調達したり、

名古屋市では、柔道の大外刈りというのは危険ですので、これはやめておこ

うと、こんなことまで情報が交錯しながら非常に心配されている、情報が混

乱しております。

そもそも柔道の創始者であります嘉納治五郎氏は、柔道の特徴を人格の完
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成を目指すと言われました。私はもう、当然、安全というのは言うまでもあ

りませんけれども、武道を通じて精神修養に力点を置いた授業をしていただ

ければありがたいのかなと、このように感じている１人であります。

私は柔道ではなしに剣道をやっておりましたので、武道のうち剣道を例に

して申し上げさせていただきたいと思います。

つまり、剣道の目指すところは剣道の理念に記されておりまして、すなわ

ち、剣道は剣の理法の修練による人間形成の道であると、こうなっておりま

す。さらに、剣道修練の心構えには、剣道を正しく真剣に学び、心身を錬磨

して旺盛なる気力を養い、剣道の特性を通じて礼節を尊び、信義を重んじ、

誠を尽くして常に自己の修養に努め、もって国家社会を愛して広く人類の平

和繁栄に寄与せんとするものであると、こうなっております。

これは、中学生の初段、二段の試験には必ず出題されるんですね。剣道の

場合、実技と型と学科試験がございまして、学科試験には必ずこのような種

の問いが出まして、必ず中学生でもこの剣道の本来の目的なり修業のねらい

というのをしっかりと理解していただくことが剣道では常識とされておりま

す。

ちょっとかみ砕いて説明させていただきますと、剣道を正しく真剣に学び

というのは、先生方の、指導者の教えを守る、真剣になって学ぶんだという

ことでありまして、心身を錬磨するというのは、もちろん心と体をけいこで

練り磨くと。旺盛な気力を養うということは、心身からわき出る盛んな気力

を養うと、発声も含めてですけれども。剣道の特性を通じてというのは、す

なわち、身体的発達、精神的発達、社会的発達、このようなことを通じてと

いうことなんです。礼節を尊びというのは、当然、他人に対して礼儀と節度

を持って当たると。さらに、信義を重んじとは、信用と義理を欠くことなく

と。それから、誠を尽くしてというのは、誠心誠意尽くしてということです。

常に自己の修養に努めというのは、これは、常に自分を鍛錬し、人格形成に

努めるということでございます。でもって、国家社会を愛してというのが、

自分を育ててくれた国や社会に感謝して、それらを大切にという意味であり
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ます。広く人類の平和繁栄に寄与せんとするということは、心を広く豊かに

保ち、人類すべて、戦争のない平和と貧困のない繁栄をひとしく享受できる

よう我々は努力して貢献すると。このようなことが剣道の目的となっていま

す。

これは、柔道も相撲もこのような同種の目的となっていることでありまし

て、そのようなことをせっかくの武道の必修に向けて取り組んでいただけれ

ばありがたいなと、このように感じているところでありますが、そこで、議

案第１号の平成24年度三重県一般会計予算、スクールスポーツライフ支援事

業に関しまして、中学校武道授業における基本的な考え方について、改めて

教育委員会の御所見をお伺いします。

○教育長（真伏秀樹） まず、議員のほうから御紹介がございましたように、

平成18年12月に教育基本法の改正がされておりまして、その中で五つの目標

を掲げておりますけれども、そのうちの一つとして、伝統と文化を尊重し、

それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国

際社会の平和と発展に寄与する態度を養うというところから、今回、平成24

年度からでございますけれども、中学校のほうで武道が必修化をされてきた

という流れがございます。

そして、武道そのものにつきましては、基本となる動作を身につけること、

それから、相手の動きに応じて攻防するという意味での楽しさの部分とか、

それから喜びを味わうという特性があるわけですけれども、同時に、武道そ

のものは我が国固有の文化として、技能の習得を通じて、礼に始まり礼に終

わるという礼法の考え方を理解する、それから、相手を尊重する態度を身に

つけるとか、武道必修化のねらいがその辺にあるというふうには、我々、十

分認識をいたしておるところでございます。

今回、こういう必修化に当たりまして、当然、安全確保という部分がござ

いますので、いろんな形での武道の安全指導に関する講習会でございますと

か、それから、各種目の指導力向上に関する講習会等も開催をしてきておる

わけなんですけれども、その講習会の開催に際しましても、こうした武道が
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持っています本来のねらいについてもその場の中でお話もさせていただいて、

あわせてそういうことをしっかり教育現場でやっていただくような感じの取

組という形で進めさせてきていただいたところでございます。

平成24年度でも国のほうからの事業もいただきまして指導者等の講習会等

を進めていくわけでございますけれども、その際にもそうしたことを十分周

知いたしまして、各中学校におきまして、武道が持ちます特性ですとかその

ねらいの理解が促進されますように、市町の教育委員会と連携した形で取組

を進めていきたいというふうに考えております。

〔37番 中森博文議員登壇〕

○37番（中森博文） 御答弁ありがとうございました。よろしくお願いをした

いなと思います。

武道が持つ日本固有の文化というのはなかなかわかりにくいところもあっ

たりするんですけれども、私ども、よく剣道の大会なんかに参加させていた

だき、あいさつさせていただく機会があるんですけれども、ルールはありま

すけれども、もう一言言うのは、正々堂々とやれと。ひきょうなまねはやめ

ておけと、これに尽きるかなということで言わせていただいたり、また、親

に恥をかかせてはいかんよとか、恩を忘れるなよと、こんなことも言ったり

するわけでございます。試合の前には、「つばぜり合い、ひきょうはやめて、

しのぎを削れ」と、これが試合の基本ではないかなと、このように思ってい

るところでございます。

私の経験で、県大会でしたけれども、私が選手で引き胴を打ったんですね。

当然、きちっと決まって３本旗が上がったんですけれども、勢い余って場外

に慌てて出てしまって、駆け足でその場に戻ったんですけれども、残念なが

ら合議がかかって今のは取り消されまして、反則１回で、場外に出ていまし

たので反則２回で、相手方に一本を与えて負けと、このようになったわけで

ございます。

このルールは、私が、残心がなかったと、打った瞬間、白旗が３本上がっ

たけれども、最後の引き上げが、残心がなかったということで、取り消され
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るということが剣道には往々にしてあるということでございまして、なかな

かこれは、武道がスポーツ化と、非常に難しい判断がそこでされるというこ

とが、現実、経験者が語るということでございますので、そういうことが、

非常に、世の中あるのかなと思っております。

このことばかり言っていると時間がたってしまいますので、次に、第22回

世界少年野球大会三重・奈良・和歌山大会開催事業について御質問させてい

ただきます。

名張市も結構、スポーツ少年団、少年野球が盛んでございまして、ある市

会議員さんからも、この事業、名張市からも参加できるのかなと、単純な話

なんです。いろんな交流とか、野球教室とか、交流試合とか、いろいろとメ

ニューもあるので、これからだと私は思っていますよと、こんな話をさせて

いただいたんですけど、せっかくの機会ですので、この際、知事から御答弁

をいただければ、県内各地から参加していただけるような内容にしていただ

けると思いますけれども、御答弁をいただければと思います。

○知事（鈴木英敬） 御質問いただきました第22回の世界少年野球大会三重・

奈良・和歌山大会は、紀伊半島大水害から一日も早い復興をと祈って、今回、

誘致させていただきました。

先日開催した準備委員会でも、「つなげよう絆 届けよう紀伊半島から勇

気・希望・笑顔」というスローガンといたしました。日本を含む世界15の国、

地域から少年少女を招き、国内及び三重県、奈良県、和歌山県の少年少女と、

野球教室、交流試合、交流行事を通じて国際理解を深めるものであります。

大会参加者の募集なんですけれども、交流試合のほうは日程と会場の制約

から東紀州地域からの参加中心となりますけど、野球教室については、県内

はじめ、全国から幅広く子どもたちが参加できるように募集してまいりたい

というように考えております。

こういう大会の開催を契機として、紀伊半島の復興、これをしっかり発信

していきたいと思っております。

〔37番 中森博文議員登壇〕
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○37番（中森博文） せっかく東紀州地域で世界大会が開催されます。県内各

地から子どもたちが結集され、子どもが行くということは親も行くんですね。

そうすると、伊賀地域とか北勢地域というと日帰りがなかなかできない地域

でございまして、宿泊を伴うということと相なりまして、バスをチャーター

するとか、こんな段取り、工夫が必要かなと思ったりします。

そうなってきますと、やっぱりその点、各単位団とか、その少年野球だけ

では、保護者経費だけではなかなか大変だなということも現実のものですし、

せっかく、県内、多くの、スポーツを愛する、野球を愛する子どもたちがお

りますので、その子たちにも本当に参加できるようなすばらしい大会にして

いただきまして、東紀州の元気を大いに、県内、県外に、世界に発信してい

ただきますように心からお願いを申し上げまして。

〔「ここで一句」と叫ぶ者あり〕

○37番（中森博文） これで、一句はさっき言ったんですけど、なかなかこれ、

隠れた一句でございますので、後で、皆様方、会議録を調べていただきまし

て、一句が入っておりましたので、よろしく調べていただくことをお願い申

し上げまして、終了といたします。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） ９番 東 豊議員。

〔９番 東 豊議員登壇・拍手〕

○９番（東 豊） 尾鷲市・北牟婁郡選出の鷹山の東豊でございます。議長の

許可をいただきましたので、議案第１号、平成24年度三重県一般会計予算に

ついて、２点ほど質疑をさせていただきます。

まず、初めに、新規で東紀州観光プロジェクト事業でございます。

350万円の予算でございますが、その中に熊野古道世界遺産登録10周年記

念や高速道路の概成などを契機としたイベントや観光キャンペーンの実施に

向けた準備をすることとありますが、そこで、まず、知事にお伺いをいたし

ますが、世界遺産登録10周年について、ビジョンをお持ちでいらっしゃいま

すか、お伺いをしたいんです。
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平成16年に世界遺産登録がされてからいろんな取組が、地元の方たちも含

めて行われてきましたが、それらの取組を振り返り、未来に向けた確たる10

周年を迎えていただきたいと思うのです。そして、単なる10周年の記念イベ

ントで終わることなく取り組んでほしいと思うのですが、知事の御所見を賜

りたいというふうに思います。

２点目でございます。

三重県南部地域活性化基金、基金条例をおつくりになって予算化をすると

いうことでございます5500万円についてもお伺いしたいところですが、実は

この点につきましては、我が会派の代表であります鷹山代表の奥野議員が後

日一般質問をしっかりとさせていただきますし、辛口で一般質問すると思い

ますので、そのところはちょっと避けて、私は南部地域活性化推進事業の

900万円についてお尋ねをいたしたいです。

これは南部地域の活性化に向けた取組でして、南部地域協創推進協議会

（仮称）なるものを立ち上げることとなっていまして、市町、大学、県、

ＮＰＯなどで構成するものであります。

13市町に広がる、非常に、伊勢市から紀宝町まで広い地域でのことで、具

体的にどのような協議会が組織されるのかを、今わかっている範囲内で御発

言いただきたいと思います。

ちなみに東紀州地域では、先般も申し上げたんですが、東紀州地域振興創

造会議というものが２年間開催をされて、平成19年８月にその報告書がまと

められております。

それを今後どのように扱うのか、そして、新たに今度設ける南部地域協創

推進協議会（仮称）との整合性、どういうふうにくみしていくのかというこ

とも御所見を伺いたいと思います。

さて、その東紀州地域振興創造会議の報告書では、産業、それから観光、

そしてまちづくりと、この三つ、３本柱、前回も申し上げましたが、そんな

ことが書いてありますし、その課題に取り組む推進エンジンとして、今、東

紀州観光まちづくり公社というものが一翼を担っているのではないかと思い
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ます。

知事は、東紀州対策を一歩たりとも後退させることなく前進させていくと

おっしゃっておられます。その意味からしても対策はまだまだ道半ばである

と思いますし、そして、最も私は南部地域において大きな課題であると思っ

ているのが人づくりの面でございます。人材育成であるとか、人材発掘であ

るとか、そして、人材の点と点を線につなげていく、この点と点を人材の部

分でつなげていくということがこの地域にとっていかに大事であるかという

ことを私は思っておりまして、三重県全体の人口百八十数万人ある中でたっ

た４％の東紀州地域であるわけですが、そのエリアは広いけれども人が少な

い分、本当に細やかな施策が打ち出せるし、人のつながりが網の目のように

なっていくのではないかというふうに思っています。

今回、鈴木知事は南部地域活性化ということで、市町が連携して行うこと

によって雇用の拡大や若者定住を促進するための取組を支援するとあります

が、各部横断に取り組まれると思いますが、知事がトップになって総合調整

機能を発揮されたいと思っています。そのことについてどう思われますか。

そして、地域全体として、南部地域全体としてのグランドデザインを、ぜひ

御所見をお尋ねしたいというふうに思います。

○知事（鈴木英敬） まず、東紀州の熊野古道世界遺産登録10周年の関係です

けど、その後の、南部地域というか、東紀州のグランドデザイン、そういう

ものとも関係をしてきますけれども、先ほど議員からも御紹介いただいた平

成19年には東紀州地域振興創造会議、あるいは平成６年にも東紀州地域活性

化調査ということで、これまでも随時、いろいろ時代の変遷に合わせて、い

ろんなキーワードとかいろんなことが出てきました。

そんな中で、私はもちろんこれまでの議論もしっかりと踏襲した上で、一

言でちょっと言いあらわしにくいんですけれども、東紀州地域が持っている

都市にはない価値、唯一無二の地域資源、こういうものを活用、発信して、

それらへの共感者、共感してくれる人をまず増やしていくと。そして、高速

道路の延伸とかで時間的距離が縮まってくるので、それを活用して、その共
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感者との人的交流を進める。それによって富を生み出すと。それによって、

あらゆる世代の人たちが住み続けていける地域にしていくというようなこと

が、短期、中長期、そして今回の世界遺産登録10周年におけるチャンスを生

かしての考え方の一つなのかなというふうに思っております。

ですので、そういう都市にはない価値、唯一無二の価値、東紀州地域独自

の光、そういうものに焦点を当ててまちづくりをやっていくということであ

るというように考えております。

続いて、南部地域協創推進協議会でありますけれども、これについては、

これから取り組む南部地域活性化のいろんな事業の総合的なコーディネート

を行うとともに、複数市町が連携して取り組む基金を活用した事業、あるい

は集落支援の実施、そういうことを総合的に進めていくこととしています。

協議会の構成としましては、市町や県の関係部局のほか、大学などの学識

経験者などで構成することを検討しておりまして、具体的には、南部地域活

性化基金を活用した事業の認定、あるいは南部地域活性化プログラム全体の

進捗管理、こういうようなものを行うことを予定しております。

いずれにしましても、先ほど東議員からもおっしゃっていただきましたよ

うに、来年度から南部地域活性化局を設けて、そして、その中でも東紀州対

策については一歩たりとも後退させることなく、しっかり私自身も、まだま

だ道半ばでありますけれども、全力でしっかり取り組んでまいりたいと思っ

ておりますし、そういう中長期的なまちづくり、地域づくりもさることなが

ら、しっかりそれも取り組みながらも、まずやっぱり、一日も早い復興に向

けて全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。

〔９番 東 豊議員登壇〕

○９番（東 豊） 御答弁ありがとうございます。

私は、東紀州地域という南部の、もしオンリーワンというのであれば、世

界遺産熊野古道だと思いますね。世界遺産熊野古道を、10周年に向けて、ど

う今まで取り組んできたか、それから、10周年以降もどう取り組んで守り育

てていくか、価値をそのまま廃らせないかということが一つは大きな一里塚
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じゃないかと、10周年がですね。まず、そこから、10周年を記念するイベン

トで終わることなくというのはそういう意味でして、今、いろんな問題があ

ろうかと思います。例えば、台風の被害の問題だとか、保全の問題であると

か、日ごろのメンテナンスの問題なども含めて、非常に弱体化、つまり平成

16年のときを思うと比較にならないぐらい弱体化していると。私は、これ、

あと数年で10周年を迎えるわけですが、このことだけでも一つ目標にしてい

ただいて、もちろん南部地域の中に、東紀州の中にというようなエリアの部

分もあるけれども、三重県の中に世界遺産があると、こんなオンリーワンの、

つまり、文化観光として最も目玉になるようなものがほかにはないというこ

とを肝に銘じて取り組んでいただければいいと。平成24年度の予算の質疑の

中では、多少目出しぐらいの予算しかないかとは思うんですが、知事がリー

ダーシップをとって、予算編成に横断的に当たっていただきたい、そのこと

の心構えをお聞きして私の質疑とさせていただきたいんですが、御答弁をお

願いします。

○知事（鈴木英敬） 私も海外に、今回、年初にもドイツに、ヨーロッパに行

かせていただきました。ヨーロッパは世界遺産というものを大変大切にする

国であります。そういう方々に熊野古道のお話をさせていただきました。ま

た、そういうスピリチュアルな部分についても非常に大切にする方々が多い

です。

一方で、アジアの方々も、私が日ごろからおつき合いさせていただいてい

る方々も、非常にそういう世界遺産というものを大切にする方々です。そう

いう身近に世界遺産を抱えておられる方々とかは非常に、オンリーワン、世

界遺産の重要性、大切さ、そういうものを十分認識しておられます。価値を

知っておられます。

そういう方々に向けて発信をするとともに、また、先ほど議員からも御指

摘があったように、これをどう育てていくのかということで、県内の方々に

も、私たちが持っているこの世界遺産熊野古道というものがすばらしい価値

を持っているんだということを十分認識していただけるような取組も含めて、
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しっかりリーダーシップを発揮して頑張っていきたいと思います。

〔９番 東 豊議員登壇〕

○９番（東 豊） 以上で質疑を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） 23番 中川康洋議員。

〔23番 中川康洋議員登壇・拍手〕

○23番（中川康洋） 公明党の中川康洋でございます。本日は議案質疑の場を

いただきまして大変にありがとうございました。本日は２点、議案質疑を

させていただきます。

まず、最初に、議案第１号平成24年度三重県一般会計予算のうち、特に首

都圏におけるアンテナショップの推進について質疑をいたします。

この件については昨日の県営業本部の本部委員会議でも議論されたとのこ

とですが、ここは議会の場でございますので、改めての県のお考えを伺いま

す。

首都圏における常設のアンテナショップについては、2012年度は立地場所

の選定や内容の検討などを行い、2013年度中のオープンを目指すため、その

調査準備費として今回189万1000円が計上されておりますが、今回のこのア

ンテナショップの設置については、何よりもまず、この施設の立地、具体的

には首都圏のどこにこのアンテナショップを出店するかということが大切に

なってくると考えます。

そこで、まず、初めに、そのためのヒントとして、今回検討されているこ

のアンテナショップでは、三重ブランドをはじめ、三重県のどのようなもの

を販売、提供しようと考えているのか、また、どのようなコンセプトでこの

ショップを展開しようと考えているのか、お答えください。

また、次に、これら販売、提供の主なものやショップのコンセプトから考

えた場合、この県のアンテナショップの購買層やターゲットについてはどの

あたりに置いていこうと考えているのか、お答えをいただきたいと思います。

そして、最後に、これらを検討した上で、このショップをどこに設置する
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かの立地の問題が非常に大切になってくると考えますが、この立地場所につ

いての県のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。

○農水商工部長（渡邉信一郎） アンテナショップについてお答えをさせてい

ただきます。

まず、どのようなものを売っていくのかということでございますが、今回、

ひじきとか伊勢茶、いわゆる三重ブランドだけではなくて、市町の皆さんが

販売促進に取り組んでいますいわゆる地域ブランドと言われる商品、例えば

魚の薫製であるとかしょうゆであるとか、そういう地域資源を生かした地域

ブランド、それと、事業者や地域の皆さんが丹精込めて開発、製造されてい

る地場産品、それから加工品と言われるもの、いわゆる三重県の魅力である

とか生産者の思いが伝えられる商品を販売していくことが重要だというふう

に考えております。

それと、さらに、販売先、ターゲットでございますけど、こういうこだわ

りの商品の価値をぜひ御理解いただける層でありますとか、まさしくこうい

う購買を通じて三重のファンになっていただき、その商品の魅力を発信いた

だけるような層などを想定いたしておりまして、今後、今年１月にできまし

た東京ミッドタウンでのレストランフェア、これは中川議員も御指摘いただ

きましたが、ああいう取組の成果も踏まえながら、より具体的な商品、ター

ゲットの具体化を進めていきたいと考えております。

また、立地場所の件でございますけど、こういう商品、ターゲットを考え

ますと、例えば、他県のアンテナショップが立地するなど、集客の相乗効果

が得られるような場所で、平日、休日ともに集客が認められるところである

とか、県産品の価値が理解できる、いわゆる本物を見分けられる人が多く集

まっていただけるような場所であることが重要ではないかと考えており、具

体的には、今、銀座エリア、有楽町エリア、日本橋エリア、新宿エリアにお

きまして物件を探しているところでございます。

今後、さらに三重の魅力を発信できるように、設置に向けた検討を進めて

まいりたいと思っております。
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以上でございます。

〔23番 中川康洋議員登壇〕

○23番（中川康洋） ありがとうございました。

この議案を審議する上において少しでも具体的な方向が見えればという思

いで質問をさせていただいたわけですが、まさしく今、部長から、私も想定

していたような、思いどおりの答弁をいただくことができたのかなというふ

うに思っております。

これまで、いわゆる常設のショップに関しては、三重県は消極的な方向で

行っていたりとか、あと、短期的なショップを開催したけれども、やっぱり

立地の問題等で余りその成果が得られなかったというような話なんかも聞い

たりいたしますので、この辺のところ、やっぱりしっかり吟味をすることが

必要かと思います。

ちなみにこの首都圏でのアンテナショップについては、今年度、既に都道

府県で37店、また、市町村16店の計53店がいずれかの場所に出店しており、

そのうちの何と47.2％が年間１億円以上の売り上げを上げておるそうでござ

います。

また、このアンテナショップの首都圏における分布を見てみますと、先ほ

ど御答弁をいただいたとおり、繰り返しになりますが、銀座、有楽町が20店

舗、また、東京、日本橋、神田が９店舗と、東京一の中心街にその半分近く

が集中しております。ビルで見ますと、有楽町の東京交通会館、ここが７店

舗で断トツであります。

これは、その地域の客層、また、今、答弁にありました集積による相乗効

果など、様々な要素の結果であると思いますけれども、我が三重県も、どう

せ常設のアンテナショップを出すのであれば、この首都圏におけるベストの

場所に出店をしていただきたいというふうに思っております。

最後に、改めて、これは知事肝いりの189万1000円だと思いますので、知

事の決意なり意気込みをお聞かせください。

○知事（鈴木英敬） 今、販売ターゲットや立地場所、商品については部長の
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ほうから説明いたしましたが、本当にいいものがたくさんあるにもかかわら

ず、三重県の認知度というのがまだまだ低い状況であるということで、特に

来年の伊勢神宮の遷宮、それから、再来年の熊野古道の世界遺産10周年など、

こういうビッグチャンスを生かして首都圏における情報発信をしっかりやっ

ていきたいということで、その核となるのがこのアンテナショップであると

いうふうに思っております。

しっかり中身を、行政だけで決めることなく、官民でいろいろ議論をしな

がら、そして、あと、我々としては予算のみならず、組織体制についても、

平成24年度については三重県営業本部担当課というのも設置し、あるいは東

京事務所駐在として首都圏営業推進監というのも置いて、組織面においても

しっかりアンテナショップの成功に向けて取り組んでいきたいというふうに

考えております。

〔23番 中川康洋議員登壇〕

○23番（中川康洋） ありがとうございました。

続きまして、もう１点、質疑をさせていただきたいと思います。

議案第１号平成24年度三重県一般会計予算及び議案第20号地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第二十四条の二の規定に基づく職務権限の特例に

関する条例案、さらには議案第23号三重県部制条例案に関する質疑として、

今回はスポーツ施策について、中でも特に競技力の向上について、不明な点

をただすという観点から議案質疑をいたします。

先ほど舘議員もこの議案質疑をされましたが、私はもう少し角度を絞って

お伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

知事は今回、平成33年開催予定の国体も見据える中で、これまで県教育委

員会が所管していた競技力の向上も含めたスポーツに関する事務のうち、学

校体育を除いたスポーツに関する事務のすべてを知事部局、具体的には地域

連携部へ移行するための規定を提案されております。

しかし、私は今回の提案を見たとき、直観的ではありますが、特にこの競

技力の向上については、これまでの県教育委員会と中学、高等学校の部活動
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との関係、また、各競技連盟とのこれまでのかかわり、経緯を考えた場合、

その担当職員も含めて一気に知事部局に移すのではなく、引き続き数年間は

県教育委員会を中心に取り組んでいったほうがよいのではないかと考えます。

そこで伺いますが、今回、先ほど疑問提起をいたしました競技力の向上も

含め、スポーツの施策を知事部局に移行することの知事の改めてのお考えを

伺います。

これは舘議員の答弁と重なる部分があるかもしれませんが、少し工夫をし

て御答弁いただければと思います。

また、来年度予算のスポーツに関する事業を具体的に見てみますと、引き

続き県教育委員会に残ることになっております運動部活動支援事業は、その

目的の中で、中・高等学校の県総合体育大会等の開催や、全国大会等の出場

に対する支援により、運動部活動の充実を図ると書かれており、学校体育の

振興とともに、今回知事部局に移行いたします競技力の向上の意味合いも多

分に含まれております。

また、来年度、地域連携部に移行します競技スポーツジュニア育成事業に

ついては、県内トップレベルの高等学校運動部活動を強化指定し、高校生ア

スリートの競技力向上を図ると書かれており、事業は知事部局に移行しなが

らも、その内容の一部には学校体育内における競技力の向上がうたわれてお

ります。

そこで、教育長に伺いますが、今回、これら条例案により、競技力の向上

も含めたスポーツが知事部局に移行した場合、先ほど述べた事業の内容及び

目的はどのように整理されるのか、お答えをいただきたいと思います。

○知事（鈴木英敬） スポーツ関連業務、特に競技力の向上については、議員

から御指摘がありましたように、的確に県全体で実施していくためには、こ

れまでもスポーツを推進し、今後も学校体育を所管する教育委員会をはじめ、

市町や関係団体と連携していくということは極めて重要だと考えております。

そのため、例えば学校における体育や部活動に精通している教員をスポー

ツ推進局に配置するなどの人事面での対応も含めて、適切に連携を図ってい
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きたいと考えております。

国体との関係でも、近年の開催県の状況を見ても、９年前から、教育委員

会でありますが、国体準備室を設置しているケースは多く、当県としては、

今回の大幅な組織改正、あるいは大幅な人事異動がある本年を一つの節目と

考えて移行いたしましたけれども、議員御指摘のような御懸念の点について

は十分に認識して、そういうことのないよう、体制の充実を図っていきたい

と考えております。

○教育長（真伏秀樹） 御指摘のございました運動部活動の支援事業でござい

ますけれども、中学校、高等学校の運動部活動の発表の機会でもございます

全国高等学校総合体育大会、それと全国中学校体育大会に出場いたします中

学生や高校生に対する支援ということをメーンにいたしておりますので、学

校の教育活動の一環という形で実施をしているという認識のもとで、引き続

き教育委員会のほうで所管をするという整理をしたものでございます。

もう一方の競技スポーツジュニア育成事業でございますけれども、これは、

競技力向上の観点から、県内でもトップレベルにございます高等学校の運動

部を指定するというものでございまして、どうしても高等学校の運動部とい

う部分がひっかかってくるわけでございますけれども、事業を進めるに際し

ましては、将来、国内外の大会で活躍できるトップアスリートの育成という

のをスポーツ団体等との関係者とともに育成をしていこうということで、従

来の枠を超えた取組というのを想定いたしておりますので、事業の整理とい

たしましてはスポーツ推進局のほうの所管という形で整理をさせていただき

ました。

実際、この競技スポーツジュニア育成事業の実際の予算上の執行につきま

しては、学校教育活動と競技力の向上、両方の側面があるかというふうに思

っておりますので、教育委員会とスポーツ推進局との十分な連携のもとで進

めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〔23番 中川康洋議員登壇〕
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○23番（中川康洋） ありがとうございました。

先ほど御答弁をいただいたわけですけれども、国体を見据えた上で知事部

局に国体準備室とか国体準備課を置いているところというのは確かに多いと

いうふうに思うんです。

しかし、それを置くのと同時に、ほぼ同時に、いわゆる競技力の向上も知

事部局に一気に持ってきているところは、実はそちらのほうが少ない。それ

は引き続き県教育委員会のほうに残しておいて、そして、しかるべき連携が

図られた後に移すというパターンのほうが、私の調査した上では多いのでは

ないかなというように思っております。

舘議員の質問の中で知事は人事上の工夫も含め連携をしていきたいという

御答弁をなされましたが、まさしく教員籍を持った方を知事部局にお越しい

ただくというところを考えると、県教育委員会のいわゆる人事を無視しては

できない、逆に言えば、そこを通してやはり人材をいただくことになると思

いますので、そういったことも含めると、私は一気に持ってくるよりは、少

しまだ県教育委員会の中で連携を図っていったほうがいいのかなというふう

に直感的に思った次第でございます。

先ほどの事業等を伺っても、やはりどちらにもかかわらざるを得ないとい

うような事業がありまして、なかなか一緒くたには整理ができないという部

分、しかし、今までの部分でいくとやっぱり県教育委員会が中心になったわ

けですので、その軸足をどこに置きながら物事を進めていくのかというとこ

ろを少し疑問提起させていただきました。

今回の知事のスポーツに対する思い、また、国体に対する思いというのは、

ある意味では私は理解できなくはありません。しかし、これまでの経緯、ま

た、今後も必要であろう県教育委員会との連携や、ともにつくり上げていく

ことの大切さを考えた場合、この競技力の向上については、今回もう議案提

起されていますけれども、せめて２年ぐらいは県教育委員会に置いておいて

もいいのかなというふうに思っており、その後に知事部局に持ってきても遅

くはないのかなというふうに感じた次第でございます。
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急がば回れ、せいては事をし損ずるとのことわざがありますが、あとは所

管委員会での詳細審査に期待し、私の議案質疑を終わります。

御清聴、大変ありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） 10番 中西 勇議員。

〔10番 中西 勇議員登壇・拍手〕

○10番（中西 勇） こんにちは。

松阪選出のみんなの党、中西勇です。よろしくお願いします。議長のお許

しをいただきましたので、今回、質問させていただきますので、よろしくお

願いします。

それでは、早速ですが、通告に従い、質問に入りたいと思います。

議案67号の質問をさせていただきます。内容は三重県伊勢総合庁舎本館新

築工事において生じた隣地の変状に対応する費用にかかわる調停の件ですが、

この調停に至る経緯をもう一度確認させていただきます。この事案は建築工

事にかかわる工事的なところでございますが、もっと根本的な問題があると

思うので質問させていただきます。

まず、関係部局に質問ですが、平成21年11月にこの工事で隣地の地盤に変

状が起き、住民の方といろいろと話を持たれ、関係当局でも検討されていま

した。そして、平成22年３月には三重県建築基準条例に対して抵触している

建築工事であると認識されたわけです。

なぜ、そのまま工事を続行し、平成23年10月には完成し、工事が進められ

たのでしょうか。このような事案がもし民間工事であれば必ず工事中止が命

じられ、２年近くも工事続行が認められることはあり得ないと思います。

この理由をまず聞かせていただきたいと思いますので、御答弁、よろしく

お願いします。

○県土整備部理事（廣田 実） お答え申し上げます。

前回の議会でも申し上げましたけれども、考え方は前回の申し上げたとお

りでございますが、今回、調停の申請をいたしておりますけれども、実は建

築ＪＶのほうから、その間の議論を踏まえまして、去る11月25日に、変状の
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原因が建築ＪＶにはないということから、建築工事紛争審査会に対しまして

調停の申請がなされておるところでございます。

これに対しまして、12月26日に三重県といたしまして、建築工事紛争審査

会に対しまして答弁書を提出いたしておるところでございます。

後は、双方の見解の相違がその部分にもございまして、今後、建設工事紛

争審査会の判断にゆだねることとしたいというふうに考えておりますので、

お答えを差し控えたいと思います。

〔10番 中西 勇議員登壇〕

○10番（中西 勇） 今の状況は聞かせていただきました。

私は思うのですが、そもそも条例違反をする建物は危険であるから建設が

禁止されているわけです。そういう条例です。直ちに建築工事は中止するべ

きものであると思います。もし続行するのであれば、それなりの対策を講じ

ていなければいけないはずです。危険ながけがあるという素因があるわけな

ので、建設工事前に対策が必ずできたと思うわけです。

当局の、危険ながけの要因を後になって取り除けばとかいうのは違反では

ないと、そのように考えてみえますが、ここには大いに問題があると私は思

います。住民の安全を考えて続けたということも回答いただいておりました

が、これは正当な理由にはならないと私は思います。

では、この新築工事において、私が調査させていただいている中で、確認

申請の審査及び工事管理は言うまでもありませんが県土整備部です。発注業

務は総務部管財のほうだと思いますが、調査していく段階で、確認申請に出

された図面の中に虚偽に近い事項があったということを確認したところ、関

係当局の答弁は、設計者の考察で、地盤が切り土であり軟岩以上のもの、ま

た、擁壁は丈夫なもの、建築地の土地と隣地の土地がつながって丈夫ながけ

だと認識していたと、そして、最後には、認識が甘かったから安全だと推測

したと、条例に抵触するとは思っていなかったと、いろいろな言いわけを含

めて県土整備部のほうからは認識が甘いと最後には認めてみえます。また、

確認申請の書類に関しても、あくまでも書類審査ですから、書類に不備がな
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い限り申請はおろしますと、そういう回答でした。

すべて県土整備部内の、私は業務怠慢としか思えない。なぜなら、それは、

この建設地、旧伊勢庁舎の至近距離にあり、建設地、そのがけ、隣地に対し

ても工事着工前に事前に調査をし、綿密に打ち合わせして協議するべきこと

であったと思います。

まして、工事着工前の現場説明会で住民の方々からも意見をいただいてい

たわけです。建築主事という専門家という立場で当然判断ができ、気づかな

いはずがないと思います。まして、書類上の評価機関である日本ＥＲＩから

も指摘を受けていました。どうして続けられたのでしょうか。県民には到底

理解のできることではないと思います。

その上、私が調査していく中で耳にしたことが、税金、すなわち公金に対

して軽はずみな発言や、とにかく工事を完成してから協議すればいい、その

ように投げやり的な発言には驚き、耳を疑いました。

昨年12月に調査したとき、条例違反、抵触していることについて議会に対

する説明が不十分ではないかと言ったところ、専門的なことだからと一切公

表せず部局内で判断していたことが問題であると、部局内でも、その部分に

対してのミスを認めていました。

私が一般質問でさせていただいた、図面で簡単に説明させていただいて、

皆さんも見ていただいたと思いますが、理解はしていただけるはずなんです。

今後、このような違反が起きた場合、特定行政庁として、取り締まりが事実

上できなくなったに等しいと思います。三重県行政にとって、取り返しのつ

かない汚点であると思います。

三重県行政として、責任の所在を明確にする必要があります。また、再発

防止としてどのように考えているのか、鈴木知事のほうから答弁願いたいと

思います。

○知事（鈴木英敬） 御質問いただいた点でありますけれども、現在のところ、

その原因の究明、あるいは責任の所在、そういうものに関して、県と施工者

である建築ＪＶの皆さんとの意見が対立しているということでありますので、
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私としては、今、建築工事紛争審査会のほうに判断をゆだねて、一方、今回

のこういう事案を踏まえまして、こういう住民の、営繕工事に関して、住民

の皆さんを巻き込んだトラブルとか、そういうものが発生しないように、し

っかり担当部局への指導、あるいは再発防止策の徹底、そういうことをして

いきたいと思います。

〔10番 中西 勇議員登壇〕

○10番（中西 勇） ありがとうございます。

もう少し踏み込んだ答弁をいただきたかったんですが、私が思うに、大切

なことは、危機管理力の向上を図って、現場の担当者による未然防止を強化

することが必要だと思います。

まさにこの今回の案件は、現場での危機管理能力がなかったこと、法令に

違反してはならないという意識が欠けていたために起こった案件だと言って

よいと思います。現場でしっかり事前に検討していれば、このような事態に

はならなかったと言えます。各部局が現場を大切にしていき、現場で問題を

早く察知していくことが必要であると考えます。

この定例会で鈴木知事は、行政改革の取組として、人づくりの改革はそれ

ぞれの現場で危機管理が大切だと、そのように言っています。また、仕組み

の改革では、今まではＰＤＳ、それをＰＤＣＡと、計画、実行、評価、そし

て改善と。ＰＤＣＡを回せと僕らは事業をやっているときよく話がありまし

た。これを使って、本当に行動していって、新しい構築をしていくことが必

要だと言っています。ぜひやっていただきたいわけです。

未然に防げることは未然に防ぎたい、そのように思います。ぜひこのよう

なことが二度と起こらないようにやっていただきたいと、そのように考えて

おります。

私はみんなの党ですので、本当に１円たりとも無駄にしない県政が必要で、

効率化、簡素化を図って県政を進めていくことが本当に大切だと思っており

ます。

少し時間がありますが、これで質疑を終わらせていただきます。
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どうもありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） ２番 田中智也議員。

〔２番 田中智也議員登壇・拍手〕

○２番（田中智也） ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従

いまして質疑をさせていただきたいというふうに思います。私のほうからは、

平成24年度三重県一般会計予算について２点お伺いをしたいというふうに思

います。

まず、１点目ですけれども、感染症対策基盤整備事業についてであります。

本年度予算で知事は、防災対策、危機管理体制を強化していくということ

で、危機管理統括監を設置して危機管理の体制を強化していくというふうに

言われております。

確かに自然災害に対する危機管理ということも必要だとは思うんですけれ

ども、健康危機管理、このことも非常に県民の生活にとっては大きな課題だ

というふうに考えておるところでございます。

そこで、その感染症でございますけれども、2009年に、豚由来の新型イン

フルエンザ、人から人へ感染するインフルエンザが世界的な流行をいたしま

した。メキシコを発端としてという形で世界じゅうに広まったわけですけれ

ども、幸いにしてあのときの2009年型の新型インフルエンザの場合は、病原

性が低くてというか、死亡率が非常に低くて、毎年流行する季節性のインフ

ルエンザと同様の死亡率ということで、事なきを得たといいますか、それで

も不幸にして亡くなった方は世界でもたくさんおみえになりますし、我が国

でもたくさんおみえになるということでございますけれども、このことが逆

に災いをして、私は個人的には、少し人々の記憶の中からこういう新興感染

症に対する危機管理の意識が低くなっているのではないかというふうに思っ

ているところでございます。

今、鳥由来のインフルエンザが一番怖いと言われています。ですから、鳥

の中でインフルエンザが蔓延しますと、殺処分などをして、昨年も本県にお

いても大変な御苦労をいただいて対応していただいたわけでありますけれど



－118－

も、これが変異をして人から人への感染というような形になりますと、世界

じゅうでも非常に多くの方が亡くなるのではないかと、我が国でも死者数は

数万人を超えるというふうに言われております。

これらのことから、感染症に対する対策というのを本県においてもしっか

りしていくべきではないかなというふうに思います。

感染症というのは、発生して拡大をしていけば、個人の健康のみならず、

社会全体に深刻な影響を及ぼすというおそれがございます。こういうことか

ら、日ごろから、発生状況の把握等、的確な流行状況の予測に努める必要が

あるというふうに思っています。

今回の健康福祉部の主要事業の中で、感染症対策基盤整備事業ということ

で、早期に探知をするシステムというふうに言われておりますけれども、国

では、国立感染症研究所の感染症情報センターの中で、症候群サーベイラン

スというもので、病院の外来ですとか、入院の状況ですとか、救急車の搬送、

それから、薬局、ＯＴＣといいまして売薬、普通の一般の薬品店で売ってい

る薬、それから、学校の欠席状況、高齢者の施設などの情報源によって早期

に探知をするというシステムが、確立とまでは行っていないのでしょうが、

進んでおります。このことは非常に有意義なことだというふうに考えるんで

すが、本県における早期探知システムというものはどういうふうなシステム

になるのかということについてお伺いをいたしたいのが１点でございます。

よろしくお願いします。

○健康福祉部長（山口和夫） 県におきましては、感染症対策の一環といたし

まして、医療機関におけます１週間ごとの感染症の発生状況を医療機関や県

民の皆さんにホームページ等で提供いたしまして、手洗いやうがいの励行な

ど、感染予防の啓発に努めておりますが、感染症の流行拡大を抑えるために

は、日々の発生状況を把握、分析し、予防対策につなげる仕組みづくりが課

題となっておりました。

このため、平成23年度６月補正予算におきまして感染症対策基盤整備事業

を立ち上げまして、県内保育所や学校等、集団の場で生活をする子どもたち
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の発熱、腹痛といった感染症の初期症状を迅速に把握しまして、分析した情

報を保育所、学校や医療機関等と共有し、それぞれの主体が予防対策に早期

に取り組めることができる新たな感染症情報システム「さっちみえ」の構築

に着手いたしました。１月末現在で、約1400カ所の保育所、学校等のうち、

約80％がこのシステムを利用しております。

また、一方、このシステムを効果的に活用するために、医療従事者、学校

教諭、県や市町の担当者等を対象といたしまして、感染症の予防や拡大防止

のために適切な判断や対応ができる感染症情報化コーディネーター、これを、

平成23年度現在約70名を養成しているところでございます。

平成24年度は、このシステムの完成に向けまして、県内すべての保育所や

学校等での感染症情報システムの参加を目指しますとともに、さらに感染症

情報化コーディネーターの養成を進めまして、コーディネーターを中心とし

て、保育所、学校や医療機関等に感染状況や予防対策に関する情報をわかり

やすく提供することにより、感染症の予防及び感染拡大防止に努めていきた

いと考えています。

また、一方、今後は、感染症の発生状況につきまして、県ホームページで

県民の皆さんにもわかりやすく閲覧していただけるよう、地図やグラフで流

行地域を示すなど、感染症情報システムの改善に努めまして、県民の皆さん

に感染症の流行情報を迅速かつ的確に提供していくことで、感染拡大防止策

の効果的な実施や、早期受診の促進による重症化の抑制など、感染症対策の

充実を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

〔２番 田中智也議員登壇〕

○２番（田中智也） 御答弁いただきました。

最後のほう、非常に御答弁の中で重要であると、コーディネーターの養成

の部分ですね。感染症というのは早期に探知をしたとしても、幾らいいシス

テムが構築できたところで、得られたその情報をどう活用していくか、この

ことが、感染の拡大を防止したりとか、蔓延を防ぐというふうになると思い
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ます。

起因病原体の感染性ですとか感染経路、重症度、このあたりをしっかりと

把握して、分析して、次に、どう対応するのかということだと思います。

ですから、コーディネーターを養成していくというところまでが、私は、

言い過ぎかもわかりませんが、探知システムだというふうに思います。その

後は、これはマニュアルが幾らあっても、しっかりと実働面で充実をさせて

いかねばならんと。本日、午前中の知事の答弁にもございましたけれども、

マニュアル面ではしっかりできていても実働面でできていないということで

はだめだというふうに考えますので、システムはシステムとしてしっかりと

構築をしていただいて、分析をして、次、どうしていくかということについ

ても今後お考えをいただきたいなというふうに考えます。

続きまして、医師等キャリア形成支援事業についてでございます。

12月にやらせていただきました私の一般質問の中でも本県の医師不足対策

についてということで聞かせていただきましたけれども、2009年の４月だと

思いますが、紀南病院のほうに設置をされました地域医療研修センターにつ

いてでございます。この同じ事業の中で、これも本日午前中、地域医療支援

センターのほうは議論がありましたけれども、もう一つの事業であります研

修センターのほうについてでございます。

この地域医療研修センターというのは、県内で地域医療に従事する医師を

育成していくことを目的として開設をされました。非常に実践的な研修の内

容であったりとかということで、全国から研修医の受け入れをしておられる

というふうに伺ってはおります。

2009年ですからもう３年が経過するわけでございますけれども、私はこの

研修センターの目的は、県内で地域医療に従事する医師が増えていくことが

目的だというふうに思いますので、受け入れを多くすることが、それはプロ

セスであって、最終的な目的ではないというふうに思っています。

そこで、お伺いしたいんですが、まだ３年ですので、なかなか県内へどれ

ぐらい定着していただいたかという部分については、フォローなり、把握は
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できていないのかもわかりませんが、それらの医師の方々の数、もし実績等

おありであればお伺いしたいということと、なかなか難しいということであ

ればその見込みについてもお伺いしたいなというふうに考えます。

あと、もう１点、ここで言う地域医療という言葉の定義、どういうふうに

お考えなのかなというふうに、これは常々思っていることですので、せっか

くの機会ですので、理事のほうからでも結構ですので、御答弁いただけたら

というふうに思います。

あと、地域医療研修センターの受け入れ医療機関の拡充ということで３施

設挙げていただいております。３施設ということだけしか明記がございませ

んでしたので、差し支えなければどの医療機関なのかということについても

お伺いしたいと思います。お願いいたします。

○健康福祉部理事（稲垣清文） 地域医療研修センターについてのお尋ねでご

ざいます。

センターのほうでは「地域は医者をステキにする」というふうな合い言葉

をもとに、地域の特性を生かしまして、無医地区への巡回診療、それから、

研修医一人ひとりのニーズに対応した独自の研修プログラムで、僻地医療で

ありますとか、地域医療の魅力を伝えていきます。

初期臨床研修では１カ月以上の地域医療研修が必須条件となっております

ので、そういったことから、平成21年度には当センターでは21名、それから、

22年度には定員の35名、本年度は定員オーバーしていたんですけれども、定

員いっぱいの35名というふうな形の受け入れをしておりまして、内外から大

変人気を集めておるということでございます。

研修医の受け入れは、議員のおっしゃったように、直ちに県内における医

師の定着につながるものではありませんけれども、様々な地域から研修医を

受け入れることによりまして、受け入れ側の医療機関や他の研修医への刺激

になるというようなこともありまして、研修医の中から後期研修という形で

また戻ってきていただくと、そういった可能性というものを期待しているわ

けでございまして、実際、今年度ですけれども、初期研修医として同センタ
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ーで研修を受けた県外の医師１名でございますけれども、昨年９月から紀南

病院のほうで７カ月ほど、後期研修を行っていただいております。

地域医療の担い手としまして後期研修医が入れかわりで来ていただくよう

な状況になれば、非常に戦力になるというふうに考えております。

今後の展望でございますけれども、もう既に御案内のとおり数年先には、

私どもが実施しております三重県医師修学資金貸与医師、それから、三重大

学の医学部の地域枠の卒業医師、そういった方々が多く初期研修を開始する

こととなっております。

こういった方々を当然こういう研修センターで受け入れたいという思いも

ございまして、平成24年度より、次のステップとして、同センターの取組を、

紀南病院だけじゃなくて、県内の僻地・離島医療機関にも協力をいただいて、

順次広げていきたいというふうに考えております。

また、紀南病院を中心にしまして、魅力的な後期研修のほうのプログラム、

そういったものも着手をしていただく中で、後期研修医の受け入れに向けた

取組を進めていきたいというふうに考えております。

今後、同センターにおきまして、より多くの初期研修医に研修をいただき

まして、地域医療への理解と関心を深めていただくと。その中から１人でも

多くの方が三重県のほうに定着していただくようにというふうに考えており

ます。

以上でございます。

〔２番 田中智也議員登壇〕

○２番（田中智也） ありがとうございます。

後期研修での医師が非常に戦力になるというのは、私も病院の現場で働い

ておりまして、私も思っているところなので、そのあたりの取組がこれまで

少し弱かったのではないかというふうに思いますので、ぜひとも当該研修セ

ンターにおいて、後期研修のメニューを充実していただくということには、

しっかりと注力いただきたいなというふうに考えます。

いろいろ、それでもまだまだ医師確保定着に向けて様々やっていただきた
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いなということがございますので、後、いろいろ議論させていただければと

いうふうに思いますので、これで質疑を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） ６番 粟野仁博議員。

〔６番 粟野仁博議員登壇・拍手〕

○６番（粟野仁博） 皆様、こんにちは。

伊賀市選出、自民みらい末っ子の粟野仁博でございます。

議長より許可をいただきましたので、通告に従い質疑をさせていただきた

いというふうに思っております。

せんだってといいますか、先ほどですけれども、某先輩議員が私にプレッ

シャーをかけるような質問をされておられました。私自身も、某先輩議員を

凌駕する、本当にあふれんばかりの俳句の才能はあると自他ともに認めてお

りますが、今回は断腸の思いで封印をさせていただき、笑いなしで質問させ

ていただきたいというふうに思っております。こういうことをしているから

時間がなくなるんですけれども。

それでは、私、今回、議案第19号三重県災害ボランティア支援及び特定非

営利活動促進基金条例案、これにつきまして質問させていただきます。

せんだっての全員協議会でも質問させていただいたんですけれども、再質

問のような形で申しわけないのですが、まず、最初に、いま一度、条例案制

定に向けた経緯のほうを御説明いただきたいというふうに思います。

○生活・文化部長（北岡寛之） 基金を設置しようとするに至った経緯という

ことでございますが、東日本大震災や紀伊半島大水害でも明らかになりまし

たように、災害時におきましてはＮＰＯやボランティアによる支援活動が重

要な役割を担います。

しかし、その活動が広く認知されるようになった一方で、ＮＰＯの活動資

金等に関する環境整備は進んでおりません。ＮＰＯの財政的基盤が依然とし

て脆弱であり、ＮＰＯの特性が社会課題解決のため十分に生かせる仕組みが

構築されていない状況にあります。
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このような状況を踏まえまして、昨年８月から、災害ボランティアやＮＰＯ

の活動に対する支援のあり方や活動資金等に関する環境整備について、学識

経験者等で構成する検討会において検討を行ってきたところでございます。

その結果、災害に備えて必要な資金を確保しておくとともに、安定的、継

続的に平常時のネットワーク構築やＮＰＯによる社会課題解決の取組を促進

するためには基金を造成して支援していくことが重要であるという結論に達

したところでございます。

このことから基金を設置することにしたものでございます。

〔６番 粟野仁博議員登壇〕

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。

やはり昨年の教訓というのは非常に大きいことであるというふうに私自身

も思っております。やはり、事前準備の必要性、これは本当に大事なことで

あると思いますし、他の府県、もしくは基礎自治体を見渡しましても結構多

くのところで、ボランティアの支援条例、新潟県とか福井県とか、有名です

けれども、各市でも、市町単位でもつくられているところというのがたくさ

ん見受けられます。

したがいまして、当然、今回、我が県でも制定しようという思いは至極当

然であるというふうに思いますし、私自身も実は、民間といいますか、ボラ

ンティア団体、一つさせていただいております。そういった中で、何らかの

手当てというものが必要であるというふうに考えながらいたところでござい

ます。総論は賛成でございます。

そういった中で、今回の議案を見させていただきました。内容に関しまし

て一言で申しますと、前も、申し上げたんですが、非常にざっくり過ぎると、

ざる過ぎるというのが私の感想でございます。

シンプルなほうがいいと、実は先ほど部長が言われておりましたように、

検討委員会でもシンプルにしなさいという答申が出されておるというのが現

実ですけれども、余りにシンプル過ぎるというのもいかがなものかと。特に、

今回は基金、お金に関することでございます。基金条例であれば、ある程度、
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使途等にも言及すべきではないのかなというふうに私自身は考えます。

そこで、細部につきまして少し質問させていただきますが、今回の条例で、

有事の際の災害ボランティア支援ということだけではなく、ＮＰＯ等の非営

利活動組織に対しまして、平時の活動をすることに対し支援をすると、これ

はちょっといかがなものかなというふうに思います。

ほかの府県等々の、先ほど御説明いたしました福井県や新潟県等々ござい

ますけれども、このような文言が最初から入っておるというところは、実は

私自身、確認ができておりません。

ある意味、前衛的である、三重県、漸進的やなというふうに思えるかもし

れませんけれども、そもそも、災害時にどうすればいいかわからない、だか

ら準備をしましょうよという理念をスタートに条例を考えられる、考案され

ておるというふうに思います。

平時におけるＮＰＯ等のボランティアの団体との連携、これは本当に大事

ではありますが、そこに大きな予算をかける必要があるとも思えないですし、

基金を使ってまでその平時の活動支援をしなければならない、ＮＰＯの準備

に支援をしなければならないというのは、ある意味、本末転倒であるという

ふうに私自身は考えます。

ゆえに、災害時のボランティア支援に対するものと非営利活動組織に対す

る支援というのは別々に分けるべきである、そういうふうにすることがいい

というふうに考えます。

また、どのようなことがあと大切かということをお話しさせていただきま

すと、有事の際のロジックを決めておくというのが一番大事であるわけです。

例えば、本当に具体的に言いますと、ボランティア団体との連携とか、もし

くはボランティアセンターの運営マニュアル、こういったものを策定してお

くということが必要だと思います。

これに関しましても、ぶっちゃけて言いますと予算化措置で済むことであ

る。わざわざ基金を積む必要があるのかというふうに思っております。

先ほどの支援は別々にすべきであるということと、基金を積む必要がある
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のかということに対しまして、御答弁をお願いしたいと思います。

○生活・文化部長（北岡寛之） まず、平常時の活動に対する支援ということ

でございましたが、別々にすべきであるということでございますけれども、

平常時の社会課題がより顕在化、深刻化する災害時においては、ＮＰＯやボ

ランティアの専門性や機動力を生かした支援活動が重要な役割を果たしてい

ます。東日本大震災の例を見ましても、瓦れき撤去や炊き出しなどの支援活

動に限らず、心のケア、学習支援、多言語情報提供などを行うＮＰＯやボラ

ンティアが、日ごろの活動で培った専門性を生かして機動的に支援活動を行

うなど、その支援のあり方は多様化しております。

災害時にこのような対応ができるようにするためには、平常時から様々な

分野のＮＰＯ活動が活発に行われている、ＮＰＯが活発に活動を行っている

ということが必要であり、そのことが地域防災力の向上にもつながると考え

られることから、災害ボランティア活動支援とＮＰＯ活動促進の両面を支援

することが効果的であると、このように考えております。

それから、もう１点、基金をなぜ積む必要があるかということでございま

すが、基金を設置することといたしましたのは、まず、大規模な災害からの

早期の復旧、復興のための災害ボランティア活動等を支援するという県とし

ての姿勢を明確にしたいということ、それから、災害時における災害ボラン

ティアやＮＰＯの活動を、県民の皆さんがいつでも支援していただける環境

を整備しておくことができると、このように考えたことでございます。

〔６番 粟野仁博議員登壇〕

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。

確かに連携等々に関しましては非常に大事であるというふうに思っており

ますし、県民全体で頑張ると、いざ有事の際には、やはり猫もしゃくしもと

いうような状況になってくると思いますので、そういった意味ではボランテ

ィアに対する支援も県民でやるんだというのは大事であるというふうに思っ

ておりますが、ちょっと先に財源についての質問をさせていただきます。後

に、先ほどの部分について、まとめて質問、質疑させていただきたいという
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ふうに思います。

まず、基金財源の話に移らせていただきますけれども、条例文には、一般

会計歳入歳出予算より積み立てるというふうに書いてございます。民間から

の寄附等はできないように設計されているのでしょうか。

○生活・文化部長（北岡寛之） 先ほどの検討会での報告の中でも、県費で基

金を造成するとともに、県民や企業等からも寄附を受け入れることとしてお

りまして、今回の条例案でも寄附の受け入れを前提としております。

〔６番 粟野仁博議員登壇〕

○６番（粟野仁博） 例えば、いろいろ調べてみましたところ、基金を積まれ

ているところで広島県呉市がございます。呉市の条文ですと、財源のところ

に、「寄附金、支援金等及び一般財源」という書かれ方をしております。明

確にうたわれておるんですね。

一般からの寄附、事業者であったり、一個人でもいいんですけれども、寄

附金等を募るというのであれば、最初からきちっと明確にしておく必要があ

るというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。

○生活・文化部長（北岡寛之） 今回の条例案の作成に当たりましては他県の

条例も参考にしたところでございますが、この条例案自体は基金の設置その

ものについて規定するものであるとの観点から、寄附の受け入れや対象とす

る事業など、具体的な運用につきましては要綱等で規定することとしたもの

でございます。

〔６番 粟野仁博議員登壇〕

○６番（粟野仁博） 今、要綱という言葉をちょうだいいたしました。

ちょっとまとめてお話しさせていただきますと、今の現在というのは非常

に厳しい経済状況下でございます。例えば事業者であったり、一般の方々か

ら寄附を募るよというときに、やはり寄附者、寄附行為者としては、これが

どういうものに使われるのかというような明快な理由、明確な大義がなけれ

ばなかなか渡しづらいという状況でございます。

今のこの条例案、このままですと、やはり使途は不明確でございます。先
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ほど部長のおっしゃられておりましたように要綱をつけるというのであれば、

これは一体整備、一体法制化していかないことには、この条例だけでは非常

に片落ちであるというふうに私は考えます。

具体的にお話しさせていただきますと、今、先ほど、厳しい状況下と言い

ましたけれども、例えば、自分の会社が機械を一つ買うのに非常に苦労して

おる、悩んでおるという時代でございます。そういった中で、基盤がしっか

りしていないからＮＰＯに対して平常時の活動に支援してやってくれと、こ

れ、ちょっとなじまないと思われないでしょうかね。

実際、機械を一つ買うことによってこの企業は頑張っていける。しかし、

その機械を買わずに、災害がいざ起こったときにボランティアがこれを使う、

ボランティアの支援団体が今後伸びていくために寄附をしてくれというのも

おかしいと思いますし、例えば、今年その基金ができて、その基金を使った

団体があるとします。例えばＮＰＯ粟野ボランティアというところが、ちょ

っとこうこうこういう理由でその基金を下さいと、そういう説明があったと

して、このＮＰＯ法人粟野ボランティアが、10年後に災害が起こったときに

実際残っているのか。もし残っていなかったときに、今もらった基金を返し

てくれというような話をするのか。話が戻りますけれども、そんな条例案に

対して、一般の方々が、寄附行為をするのかというと、非常に疑問でござい

ます。

国もＮＰＯに対しましてはいろんな支援をしております。税法上の優遇措

置、寄附行為をしたら、一定の要件を満たせば、寄附行為者に対して所得控

除を受けられる。さらには、そもそも我が県でもＮＰＯに対しましてはみえ

県民力ビジョンの新しい豊かさ協創プロジェクト５番、施策番号21402です

けれども、ＮＰＯの自立した活動を支える基盤づくり事業というものを予算

措置しております。事業名のとおり、ＮＰＯが自立した活動をしていただく

ことを支援するものです。ということは、自主自立を国や県で応援しておる

というのが現実でございます。

しかしながら、一方では、寄附等を受けやすくしましたよ、自主自立の活
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動をしてくださいよと言っているのに対しまして、この基金条例では、平常

時の災害救援に対することだけは助けますよ、支援しますよと言っているの

は矛盾しておると思うんですけれども、ここに対して答弁をお願いいたした

いと思います。

○生活・文化部長（北岡寛之） 県としましてはＮＰＯは協創の社会づくりの

重要な主体であると考えているところでございますが、一方で、災害時にお

けるＮＰＯの活動に関しましては、ＮＰＯ自身がふだんの活動を災害時にど

のように生かすことができるのか、まだ十分に認識できているとは言えない

こと、それから、また、活動に必要な資金が十分に確保できないために、復

旧期から復興期にかけての継続的な活動が困難であるということなど、現状

ではＮＰＯの特性が災害時に十分に生かされる状況にあるとは言えません。

このことから、ＮＰＯの自立に向けた取組とともに、災害に向けた活動に

対する支援もまた必要であると考えているところでございます。

〔６番 粟野仁博議員登壇〕

○６番（粟野仁博） 今日は討議の場ではございませんので以上にさせていた

だきますけれども、多々腑に落ちない点がございます。

やはりＮＰＯとの連携というのは大事ですけれども、そこに対する支援体

制というのは、やはりみんなで協力をしてやっていくと。もちろん寄附とい

うのも大事ですけれども、事災害時に関しては、やはりＮＰＯに限った話で

はなくて、みんなでやっていかなければならない。特にこの条例で見ますと、

ＮＰＯであったりボランティア団体であったりというのに限定されています。

極論ですけれども、株式会社でも別にボランティアしてもいいんです。です

ので、ここの条例で妙な団体に縛ってしまうというのはいかがなものかとい

うふうに思いますし、先ほど申しましたように少し腑に落ちない点もござい

ますので、少し委員会で話をさせていただきまして、今後対応させていただ

きたいというふうに思っております。

時間が参りましたので、質疑を終了させていただきます。

ありがとうございました。（拍手）
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○副議長（中村進一） 15番 森野真治議員。

〔15番 森野真治議員登壇・拍手〕

○15番（森野真治） 新政みえの森野真治でございます。

私からは、議案第１号、平成24年度三重県一般会計予算につきまして、小

中学校給与・旅費システムに関連しまして質問をさせていただきたいと思い

ます。

小・中学校の給与・旅費システムということで運用がされておるわけでご

ざいますけれども、それのシステムの通信回線について、先日の議案聴取会

におきまして報告第13号ということで契約の報告があり、これに対しまして、

我が派の三谷議員のほうから２億1000万円程度の金額についてただしたとい

うことがございました。

これにつきまして、その場におきまして、これまでは約３億円かかってい

たものが２億円になる計算になるということでございまして、そのような答

弁であったわけでございますけれども、このシステム回線利用契約というこ

とで２億1000万円近い金額というのは少し素人目に考えていかにも高いのか

なという部分も思いましたので、質疑をさせていただきたいというふうに思

います。

まず、この小中学校給与・旅費システムのネットワーク通信の利用契約の

具体的な内容につきまして、少し詳しく御説明いただきたいと思います。

○教育長（真伏秀樹） この小中学校給与・旅費システムでございますけれど

も、小・中学校の給与ですとか旅費事務を効率的に行おうということで、平

成17年度にケーブルテレビ会社が提供いたします通信回線を利用した形での

ネットワークシステムということで構築をしたものでございます。

内容的には、県内の公立の小・中学校、それと市町等教育委員会、588カ

所ありますけれども、そこに設置をいたしました旅費・給与システムの端末

と県庁内に設置をいたしておりますサーバーとを結ぶような形でございます。

この通信回線なんですけれども、平成17年度に実施をいたしましたネット

ワークの構築の契約のときに、その条件として、一つは株式会社ＺＴＶを幹
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事社といたします県内のケーブルテレビの回線を利用するということ、また、

もう一つは、その回線利用料につきましては、当時のＮＴＴの閉域回線サー

ビスでございますフレッツ網の金額を参考にいたしまして、年間の上限を

6500万円という形で、その範囲内で契約をしようということで契約をずっと

進めてきたものでございます。

〔15番 森野真治議員登壇〕

○15番（森野真治） 県内にあります小・中学校588拠点、教育委員会も含め

て、それぞれ専用回線で県のサーバーへ結んで、給与とか旅費のデータを集

約する、ほかにも機能も、グループウエア的な機能もあるようには聞いてお

るんですけれども、そのためのネットワークの部分ですね。

それで、システムの端末とかサーバーとかも含まれているのであれば２億

円といってもびっくりはしないんですけれども、このネットワークのいわゆ

る回線使用料ですよね、これだけで２億1000万円、つまり、588拠点、５年

12カ月で割りますと、月約6000円が１本の回線当たりかかっているというこ

とですね。月6000円１本の回線というと、普通我々でもインターネットの回

線等は家にも引いたりしておると思うんですけれども、いかにも高いかなと

いうふうに思うのがまず一つですね。

平成18年の当初の時点でありましたが、まだそんなにシステム化も各自治

体も進んでいなかった部分、あるいは、市町村合併等で流動的やった部分と

か、いろんなことがあるので、こういう各学校と県とをそれぞれ結ばなけれ

ばならなかったという事情があったかなというのは理解できなくもないんで

す。

ただ、今、現在に至って、もう各市町では、市町の教育委員会と各小・中

学校というのはほとんど、庁内ＬＡＮといいますか、それで結ばれていると

思うんですね。これを使わせていただいてネットワークを再構築するという

ことをどうして考えなかったのかなというふうに疑問に思います。

例えばそれを使わせていただいたら、各市町単位ですべて出口が１本にで

きますから、29本だけを県庁のサーバーへつなげば済むわけですね。そうす
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ると、588本が29本になるということは20分の１で済みますから、２億1000

万円必要だというのは1000万円で済むということになります。大変大きな差

だと思います。

これについて、今回のこの更新に当たって、５年間の長期の契約というこ

とはやはり経費を節減しようという意識が当然あったんだろうというふうに

は思いますけれども、そのもう一つの選択肢としてこういうことをどうして

考えられたのか、あるいは何かこれができない理由があったのか、御答弁い

ただければと思います。

○教育長（真伏秀樹） まず、平成24年度の契約に当たってなんですけれども、

おっしゃるように、ランニングコスト、結構大きな比重を占めていますので、

少しでもその低減が図れないかということでいろいろ検討してまいりました。

その中で、今のシステムのほうは、先ほど申し上げたように、ＺＴＶの回線

を使うということとか、上限金額を決められている中でずっと契約してきて

おりますので、まず、システムを一からごろっとやり直すということであれ

ば契約をすべて見直すことはできるんですけれども、そうでなければ、基本

的には今までの契約を更新していくといいますか、そういう状況になります。

少しでも回線利用料を下げられないかということで、ＺＴＶ側といろいろ、

交渉といいますか、調整をさせていただいて、今まで単年度契約でずっと来

たんですけれども、５年にすれば相当の割引ができるということがありまし

たので、じゃ、５年契約に今回からやろうじゃないかということで、平成24

年から28年の５年契約として結んだことになります。

それで、その結果として、単純に５年分を計算すると３億200万円ぐらい

になるんですけれども、今回５年契約にすることによって２億900万円ぐら

いになったということで、５年間で9200万円ほどの節減が図られたというと

ころでございます。

それで、今の、御指摘のございました市町のほうとの関係なんですけれど

も、当然、三重県と市町との間のネットワークの回線を接続しようというこ

とになりますと、当然、まず市町のそのネットワークに応じたサーバーです
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とか、それから、ファイアウオール等の機器、それを市町のほうに設置する

必要が出てまいります。

それと、あわせて、県と市町のネットワーク回線を接続するに当たりまし

ては、相互に接続するためのセキュリティー上の問題が生じないように、そ

れぞれ状況を調査いたしまして、接続が可能かどうかという判断が必要だろ

うということで、もし現時点でネットワークの再構築を行うということにな

りますと、そうした新たなイニシャルコストがかかってくるということにな

りますので、そういう意味でセキュリティー上の問題もありますので、現行

のシステムを当分、５年間は使おうということで考えたわけでございます。

今のシステムのほうですけれども、ネットワーク機器の更新のほうが平成

28年度まででございますので、その28年度に改めてまたこのシステムを再構

築しなきゃいけないと思っておりますので、その際には今のシステムを前提

にするのではなしに、あらゆる可能性といいますか、ゼロベースで見直しを

した上で新しいシステムとして構築をしていきたいというふうに考えており

ます。

〔15番 森野真治議員登壇〕

○15番（森野真治） このシステムは、クライアントサーバーみたいな、要は

プログラムのシステム自身とネットワークというのは一体のものなんですか。

別々にはできないという契約になっておるんですか。なるほど。わかりまし

た。

そういう契約上の縛りがあったということであれば少しわからんこともな

い部分もあるんですが、それでもやはり、知事も非常事態やということで職

員の給与までカットしようという事態でありますので、そういう事情も説明

して、さっきからサーバーを置いて何やかんやとおっしゃっていますけれど

も、中をすっと通っていくだけですから、そんなにめちゃめちゃ大変なこと

ではないというふうに思うんです。

道路でいいましたら、市道とか県道とかがあって、学校から教育委員会に

行くのに市道を通ったり県道を通ったりしていくみたいなもので、それはで
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きることやというふうに思いますので、もうちょっと、そういうときですか

ら、お金が余裕があって、こういうことがケーブルテレビの振興のために必

要やという目的があるとか、そういうことならいいんですけれども、こうい

う財政状況ですからもうちょっと考えていただきたかったなという感想だけ

言わせていただいて終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○副議長（中村進一） 以上で、議案第１号から議案第74号までに関する質疑

を終了いたします。

議 案 付 託

○副議長（中村進一） お諮りいたします。ただいま議題となっております議

案第１号から議案第74号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（中村進一） 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。

議 案 付 託 表

政策総務常任委員会

議案番号 件 名

２０
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十四条の
二の規定に基づく職務権限の特例に関する条例案

２３ 三重県部制条例案

２４
三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例案

２５ 三重県職員定数条例の一部を改正する条例案

３０
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例案
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５６ 包括外部監査契約について

６５ 全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更について

６７ 調停の申請について

６８
「みえ県民力ビジョン」及び「みえ県民力ビジョン・行
動計画」の策定について

６９ 三重県新エネルギービジョンの策定について

７０ 「美
う ま

し国おこし・三重」三重県基本計画の変更について

防災農水商工常任委員会

議案番号 件 名

５５
三重県災害対策本部に関する条例の一部を改正する条例
案

７３
三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画
の策定について

７４ 三重県観光振興基本計画の策定について

生活文化環境森林常任委員会

議案番号 件 名

２１
水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管
理者の資格を定める条例案

４４
三重県立自然公園条例及び三重県自然環境保全条例の一
部を改正する条例案

４５
三重県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する
条例案

６６ 財産の取得について

７１ 三重県環境基本計画の策定について
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７２ 三重の森林づくり基本計画の変更について

健康福祉病院常任委員会

議案番号 件 名

４１
認定こども園の認定基準等に関する条例の一部を改正す
る条例案

４２
三重県立草の実リハビリテーションセンター条例等の一
部を改正する条例案

４３
三重県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例
案

県土整備企業常任委員会

議案番号 件 名

４６ 三重県屋外広告物条例の一部を改正する条例案

４７ 三重県営住宅条例の一部を改正する条例案

教育警察常任委員会

議案番号 件 名

２２
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機
等に関する基準を定める条例案

４８ 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案

４９
公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を
改正する条例案

５０ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案

５１
三重県立図書館協議会条例及び三重県立美術館条例の一
部を改正する条例案

５４ 三重県警察職員定員条例の一部を改正する条例案
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予算決算常任委員会

議案番号 件 名

１ 平成２４年度三重県一般会計予算

２ 平成２４年度三重県県債管理特別会計予算

３
平成２４年度地方独立行政法人三重県立総合医療センタ
ー資金貸付特別会計予算

４
平成２４年度三重県母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別
会計予算

５
平成２４年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事
業特別会計予算

６
平成２４年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計
予算

７ 平成２４年度三重県地方卸売市場事業特別会計予算

８ 平成２４年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計予算

９
平成２４年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計
予算

１０
平成２４年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特
別会計予算

１１ 平成２４年度三重県港湾整備事業特別会計予算

１２ 平成２４年度三重県流域下水道事業特別会計予算

１３ 平成２４年度三重県公共用地先行取得事業特別会計予算

１４ 平成２４年度三重県水道事業会計予算

１５ 平成２４年度三重県工業用水道事業会計予算

１６ 平成２４年度三重県電気事業会計予算

１７ 平成２４年度三重県病院事業会計予算
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１８ 三重県南部地域活性化基金条例案

１９
三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基
金条例案

２６
副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条
例案

２７
三重県職員退職手当支給条例及び職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例案

２８
語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例
の一部を改正する条例案

２９
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
案

３１ 三重県特別会計条例の一部を改正する条例案

３２
三重県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改
正する条例案

３３
三重県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改
正する条例案

３４
三重県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部
を改正する条例案

３５
三重県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正
する条例案

３６
三重県医療施設耐震化臨時特例基金条例の一部を改正す
る条例案

３７
三重県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正
する条例案

３８ 三重県手数料条例の一部を改正する条例案

３９ 三重県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案

４０
三重県営土地改良事業等分担金徴収条例の一部を改正す
る条例案

５２
三重県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例案

５３ 三重県病院事業条例の一部を改正する条例案
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５７ 防災関係建設事業に対する市町等の負担について

５８ 林道関係建設事業に対する市町の負担について

５９ 県営農水産関係建設事業に対する市町の負担について

６０ 土木関係建設事業に対する市町の負担について

６１
北勢沿岸流域下水道（北部処理区）維持管理等に要する
費用の市町負担の改定について

６２
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）維持管理等に要する
費用の市負担の改定について

６３
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）維持管理等に
要する費用の市負担の改定について

６４
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）維持管理等に要する
費用の市町負担の改定について

○副議長（中村進一） これをもって、本日の日程は終了いたしました。

休 会

○副議長（中村進一） お諮りいたします。明22日は休会といたしたいと存じ

ますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（中村進一） 御異議なしと認め、明22日は休会とすることに決定い

たしました。

２月23日は定刻より、県政に対する質問を行います。

散 会

○副議長（中村進一） 本日はこれをもって散会いたします。

午後３時23分散会


